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むつ市議会第２３２回定例会会議録 第４号

平成２９年６月２１日（水曜日）午前１０時開議議事日程 第４号

◎諸般の報告

【一般質問】

第１ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）24番 濵 田 栄 子 議員

（２）14番 佐 賀 英 生 議員

（３）４番 工 藤 祥 子 議員

（４）８番 石 田 勝 弘 議員

（５）２番 山 本 留 義 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（浅利竹二郎） ただいまから本日の会議を

開きます。

ただいまの出席議員は25人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（浅利竹二郎） 本日、諸般の報告について

は、特に申し上げる事項はありません。

〇議長（浅利竹二郎） 本日の会議は議事日程第４

号により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（浅利竹二郎） 日程第１ 一般質問を行い

ます。

本日は、濵田栄子議員、佐賀英生議員、工藤祥

子議員、石田勝弘議員、山本留義議員の一般質問

を行います。

◎濵田栄子議員

〇議長（浅利竹二郎） まず、濵田栄子議員の登壇

を求めます。24番濵田栄子議員。

（24番 濵田栄子議員登壇）

〇24番（濵田栄子） おはようございます。自民ク

ラブ 濵田栄子でございます むつ市議会第232回、 。

定例会におきまして、一般質問いたします。

初めに、宮下市長におかれましては、お忙しい

中、６月18日に大畑町魚市場内において開催され

ました第24回大畑海峡サーモン祭りに駆けつけて

、 。ご挨拶をいただきまして ありがとうございます

海峡サーモン祭りは、大畑庁舎を中心とし、本庁

舎のバックアップを受け、下北地域県民局や地元

関係団体が結束し、毎年６月に開催されておりま

す。ことしは、ご来賓の皆様を初め、市内外から

およそ１万人もの方々にご来場いただき、盛況の

うちに終了することができました。この場をおか

りして、お礼申し上げます。

海峡サーモンの稚魚は、ふ化されてから約２年

間の間、自然に近い環境でおよそ800グラムの養

魚になるまで淡水で大切に飼育されます。その後

汽水域で徐々に海水にならし、沖の生けすへと移

します。津軽海峡の荒波で、７カ月から８カ月で

五、六倍、およそ４キロから５キロ、大きいもの

で６キロ以上の成魚に成長します。養殖サーモン

としての品質は日本一であると自負しておりま

す。

サーモン祭りの実行委員長の濵田勇一郎氏の挨

拶に、苦しいときもあったが、市や県、地元関係

者の皆さんに助けられてここまでやってこれたと

感謝の言葉がありました。今後も変わらぬご支援

をお願いしたいと思っております。

その他、むつ市にもさまざまな産業の芽が育ち

つつあると感じております。時には行政のアドバ

イスや情報提供が大きな起業支援につながる可能

性もあります。そのためには、さまざまな分野に

おいて、経験と能力を兼ね備えた人材の育成が必

要ではないかと思われます。

１点目の職員研修について、通告に従って質問

いたします。

現在若手職員の能力開発のため、他団体や企業

等への長期研修や派遣の機会を設けていますが、

、 、 。これまでの目的 状況 効果をお伺いいたします

次に、２点目のジオパークについて質問いたし

ます。日本ジオパークネットワーク加盟の認定を

いただいた昨年の９月９日は、認定を目指して活
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動されてきた関係者の皆様や、ジオパーク認定を

応援してきた市民の皆様にとって、忘れられない

一日となったことと思われます。

現在ジオパーク推進課では、認定時指摘された

ガイド養成に対し、年度内認定を目指し速やかに

取り組んでいると認識いたしておりますが、先般

６月12日、当市を11名の台湾のジオパーク関係者

が訪問されたと聞き及んでおりますが、当市を理

解できるパンフレットをお渡しできる状況ではな

かったように思われます。このままでは、交流を

深めるのは難しいと感じました。早い時期に庁舎

内の意思統一を図り、資料づくりに着手し、世界

ジオパーク認定を目指すべきと思いますが、考え

をお聞きいたします。

また、地域全体ではジオパークの恩恵を感じる

ためには、市民に直結した事業を持つ各課の事業

提案が必要ではないかと考えられます。ジオと教

育、ジオと観光、ジオと食、ジオと産業、これら

の事業はこれまでも進められてきましたが、今後

もっと掘り下げるべき事業であると思っておりま

す。

その他ジオと介護予防、ジオとメンタル医療、

ジオと建設業など、あらゆる事業をジオと関連づ

け、ストーリー性を持たせ、他に類を見ない「海

と生きる「まさかり」の大地」下北半島のジオパ

ークをつくり上げ、自然とともに生きるサステナ

ブルコミュニティを目指すべきと思いますが、市

長の考えをお伺いいたします。

以上で壇上からの質問といたします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 濵田議員のご質問にお答え

いたします。

まず、職員の研修についてのご質問につきまし

ては、政策統括監からの答弁といたします。

次に、ジオパークについてのご質問についてお

答えいたします。世界ジオパーク認定を目指すた

めには、庁舎内の意志統一を図り、各課よりジオ

パークをテーマとした企画案を募り、自然ととも

に生きるサステナブルコミュニティを目指すべき

ではないかについてでありますが、世界ジオパー

クを目指すことにつきましては、日本ジオパーク

に認定された地域として、次は世界ジオパークを

目指して、質の高い持続可能なジオパーク活動を

展開していくこととしております。

昨年９月９日に下北ジオパークが認定された際

に、日本ジオパーク委員会からは、熱い思いを持

つ地域住民の存在、ハイレベルな教育環境及びコ

ンパクトな拠点施設の存在など、すぐれていると

評価された一方、事業計画案の立案、国際対応の

必要性など指摘事項もあり、今後世界ジオパーク

を目指すためには、これらを改善する必要があり

ます。

また ６月11日から13日にかけて 私が昨年12月、 、

の台湾観光客誘客トップセールスの際に、下北ジ

オパーク初の国際交流の一環として表敬訪問いた

しました台湾の野柳地質公園の関係者11名が下北

ジオパークの恐山や大間崎、尻屋崎などを視察さ

れました。

野柳地質公園は、年間300万人が訪れるジオパ

ークであり、約1,000万年にも及ぶ地殻運動、波

や風による浸食の影響を受けて、岩石が奇抜な海

岸景観をつくり上げており、女王の頭の形をして

いる「クイーンズヘッド」が有名であります。

視察後、台湾の地質学会のトップでもある国立

台湾大学地理環境資源学科の林俊全教授からは、

「下北ジオパークの地質や地形などは、どこにも

ないものがそろっており、大変すばらしく、全て

が特別だ。学生とともに研究に来たい」などとい

った高い評価をいただいたところであります。

また、林教授を初め多くの方々からは、姉妹ジ

オパーク締結へのお話もいただいており、世界ジ
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オパークには国際貢献や国際交流が求められるこ

とから、これを前向きに検討してまいりたいと考

えております。

今後も野柳地質公園との交流に限らず、機会あ

るごとに下北の魅力を海外にも発信してまいりた

いと考えております。

次に、世界ジオパークを目指すためには庁舎内

の意志統一を図るべきではないかとのご質問につ

いてでありますが、昨年度、職員を対象としてジ

オパークの基礎や台地と生態系、食がもたらす恵

みやそこに住む人々の文化の形成などについて４

回の勉強会を開催し、延べ200人の職員が参加し

ており、今後も継続的に研修や現地視察を実施し

て、職員からも世界ジオパークの申請に向けた機

運を醸成してまいりたいと考えております。

次に、各課で実施している既存の事業の中で、

ジオパークに関連した事業提案を募るべきとのこ

とについてでありますが、各課で実施している現

行の事業にジオパークの要素を含めるとすれば、

例えば配布物などにロゴマークやジオストーリー

を記載することなどの工夫を行ってもらうことな

、 。どは 簡単に取り組める内容だと考えております

また、年度内に行われるその他の事業につきまし

ても、ジオパーク活動を盛り上げるため、前向き

に関連づけて取り組みたいと考えております。

また、住民向けのプログラムとして、今年度む

つ市下北ジオパーク夢実現プログラムを実施して

。 、 、おります これは 下北ジオパークの普及啓発や

教育、地域振興及び下北ジオパーク認定商品につ

ながる夢へのチャレンジを応援するため、市民の

皆様や企業等が考え企画した事業や夢に対し、費

用の一部を助成するものであります。今月30日ま

で応募を受け付けております。

我々といたしましては、下北ジオパークの認定

は住民活動が評価された結果と受けとめており、

これからも地域住民の皆様のご意見を取り上げ

て、地域住民の皆様が輝けるようなボトムアップ

型の推進体制を構築してまいりたいと考えており

ます。

各課でのジオパークを関連づけた新規事業につ

きましては、新たな予算も伴いますことから、来

年度以降、総合経営計画にも位置づけながら、実

現に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、持続可能な社会を目指すべきについてで

ありますが、ジオパーク教育は、今年度各小・中

・高等学校の総合学習等の時間を活用して取り組

、 、んでいただいており これまで第二田名部小学校

大湊小学校、川内小学校、二枚橋小学校及び大湊

高校が出前講座や現地見学を行い、地域の資源や

歴史、魅力や誇りを見つける活動のほか、今年度

から事業が始まりましたイルカの生態などを地元

のガイドや専門家から話を伺うことで、地域の資

源がどのような成り立ちで生まれたのかや、それ

らを守り、活用することの大切さを学んでおりま

す。

また、町内会や各種団体による保全を目的とし

たジオサイトでの清掃活動も広がっており、ジオ

パーク活動の取り組みを通じて地域資源を理解

し、大切に守っていくという持続可能な地域づく

りを広げてまいりたいと考えておりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 政策統括監。

〇政策統括監総務部長（川西伸二） 濵田議員の職

員の研修についてのご質問にお答えいたします。

当市では、社会経済情勢の変化や、複雑、高度

化する行政ニーズ、さらには多様化する住民ニー

ズに対応するため、さまざまな機関への実務研修

や派遣を行っており、専門的知識の習得と広域的

視点での職務による職員の資質向上や、市にとっ

て有益な情報収集、また有効な人的ネットワーク

の形成等を目的として、これからの当市を担って

いく若手職員の育成に力を注いでおります。
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当市の実務研修及び派遣状況についてでありま

すが、現在国土交通省都市局へ１名、国土交通省

東北運輸局へ１名、経済産業省東北経済産業局へ

１名、青森県へ２名、青森県後期高齢者医療広域

、 、連合へ１名 国立大学法人弘前大学へ２名のほか

民間企業の株式会社青森銀行へ１名、株式会社み

ちのく銀行へ１名の計10名を実務研修または派遣

しており、県内他市と比較いたしましても、積極

的に取り組んでいるものと考えております。

これまでも、多数の職員の実務研修や派遣を行

ってまいりましたが、どの職員もそれぞれの派遣

研修によって培った能力や知識を生かし、市の事

務事業を推進するメーンプレーヤーとして活躍し

ております。

その例を挙げてみますと、国土交通省都市局都

市政策課の実務研修から帰任した職員は、都市再

生政策の企画立案や、首都圏整備法など専門的な

法律の施行に関する業務経験を生かし、習得した

高度な専門的知識、見識で市の交通施策における

課題に取り組んでおりますし、国土交通省東北運

輸局国際観光課の実務研修から帰任した職員は、

インバウンドの増加を目的とした海外プロモーシ

ョンや、東北広域周遊ルートの形成業務の経験を

生かし、グローバルな視点での市の観光プロモー

ションに取り組んでおります。

また、全職員を対象にそれぞれの経験を報告す

る帰任報告会を開催し、情報共有をしております

が、これは実際に実務研修を体験していない職員

にとりましても、自身の仕事に対する姿勢の見直

しやスキルアップ、また実際に経験したいという

使命感の向上にもつながるものと考えておりま

す。

これらの効果として、さまざまな経験をした職

員が今後の市の重点施策を中心的に担っていくこ

とで、当市の総合経営計画の各施策に掲げており

ます重要業績評価指標、いわゆるＫＰＩやアウト

カム目標の達成に向けて、必ずや実務研修での経

験が生きてくるものと考えております。その結果

といたしまして、市の将来像として掲げておりま

す「笑顔かがやく希望のまち むつ」の実現につ

ながるものと考えております。

今後とも、実務研修や派遣はもちろん、さまざ

まな研修への取り組みにおいて、職員の育成、ス

キルアップに努めてまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 24番。

〇24番（濵田栄子） 丁寧なご答弁、ありがとうご

ざいます。新市長になりましてから、研修、派遣

に出られる職員の方が少し多くなったように感じ

ております。それだけやはり職員に対する期待、

そしてこの地域を思う、もっともっとよくしてい

こうという思いが伝わってまいります。

そこで、もう一つ、今報告いただいた研修に対

しましては、ほとんどが実務研修というような形

でしたが、今後はやはり職員が地域の皆さんとと

もに成長する研修ということも考えていただきた

いなと思っております。

先ほどのジオパークとかぶるところもございま

すけれども、海外への研修も、やはりこれからは

考えていただきたいなと思っているところでござ

います。やはり市長も、２年間というニューヨー

ク領事経験がとてもまた一回りも二回りも大きな

経験をしてきたのではないかなと思っておりま

す。

当地域には、20年ほど前から国際交流を結んで

いるアメリカでは第２に安全なまちと言われてお

りますポートエンジェルス市があります。交流を

結び始めたころは、高校生の１年間の留学生等も

数人出ておりました。大学生も出ておりました。

現在は、そのようなことが余り進められていない

ようですので、職員派遣をして、こちらと向こう

の交換留学生制度等もこれから考えていってもい
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いのではないかなと思っておりますので、その辺

のところもお聞きいたします。

〇議長（浅利竹二郎） 政策統括監。

〇政策統括監総務部長（川西伸二） お答えいたし

ます。

今後海外への派遣も視野に入れてはどうかとい

うご質問かと思います。世界ジオパークの認定や

グローバルな販路拡大を目指す当市にとりまし

て、国際的な視野を持つということは、職員にと

って今後ますます必要にはなってくるものと考え

てございます。このグローバル化の流れに対応す

るために、県市長会主催の10日ほどの海外研修、

それから国際文化研修の積極的な参加、またポー

トエンジェルス市との姉妹交流を深めること、さ

らにはジュニア大使派遣事業の充実、そして８月

から２名体制となります国際交流推進員との交流

など、それらをさらに推進してまいることで国際

的な感覚を身につけることも可能かと思っており

ます。

、 、また 当市の実務研修や派遣先におきましては

海外で業務を行うものもありまして、例えば弘前

大学の食料科学研究所に派遣されている職員につ

きましては、ベトナム、ハワイ、シンガポールな

どで県内産品のマーケット調査といった業務など

についたりもしております。さらに、東北運輸局

の実務研修を行った職員は、台湾やシンガポール

で観光プロモーションの業務などの経験もして帰

ってきております。そして、さらに自己啓発とい

うことにはなりますが、青年海外協力隊員として

職員が派遣された実績もありますし、本年７月か

らも１名がソロモン諸島に派遣されることとなっ

ております。これらの取り組みによりまして、職

員の資質向上というようなところに努めてまいり

、 。たいと考えますので ご理解賜りたいと存じます

〇議長（浅利竹二郎） 24番。

〇24番（濵田栄子） はっきりとしたご答弁はいた

、 、だけませんでしたが これから国際交流について

また感覚を身につける人材の育成に取り組んでい

ただくというお話をいただきましたので、これで

よしといたしますけれども。

こちらは小さなまちで、実はポートエンジェル

ス市も小さなまちでございます。アメリカから、

この地域に高校生のときに留学して来られたある

一人の女性の方ですけれども、その次にお会いし

たときは、むつ市初めてのＡＬＴの講師としてい

らっしゃいました。そして、その次にお会いした

ときは、在札幌米国総領事館の首席領事としてお

会いすることができました。やはり私たちの地域

であっても、海外の人たちを大きく成長させてい

、 、くことができますし 相手方のまちが小さくても

また帰ってきた者たちは、さまざまな場面で、国

際的な場面で活躍している人間もおります。です

から、ポートエンジェルス市は本当にむつ市に比

べると人口的にも少なくて、小さな田舎町ですけ

、 、れども すぐにまたシアトルも控えておりますし

人材の育成はできるのかなと感じています。何よ

りも安全なまちであるということがいいのかなと

思っていますので、今後検討していただきたいと

思います。

そして、次に、さっき市長から、実は職員派遣

を台湾にでもという考えを持っていたのですけれ

ども、今後何かジオパークとして、姉妹ジオパー

クをどうだという話が出てきているということで

すので、この件に関しましては、市長にお任せし

たいなと思います。

実は、そのほか、昨年ですけれども、産業建設

常任委員会で愛知県の豊橋市に行ってきました。

そこでは、ＪＥＴＲＯで３年間研修を積んだ職員

が海外に農産物の輸出を始めているという、そう

いう職員が対応してくれました。これは、女性の

職員でした。

当市としましても、事務事業につきましてはス
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ムーズな形で派遣とか研修が進んでいるようです

けれども、そういった経済的な形の支援をするた

めの派遣についてはどのように考えているか、も

う一度ご答弁お願いいたします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、私の職員研修に対する考え方であります

けれども、これは当初３年前ですか、就任したと

きは３名ということだったと記憶しておりますけ

れども、現在10名の職員が、これはむつ市役所以

外で研修という形で働いております。この10名と

いう水準は、県内の各自治体を比較しましても、

これ圧倒的に多い水準になっているということ

は、まず強調させていただきたいと思います。

そして、やはりこの研修に行って戻ってきた職

員が、市役所の中で非常に一生懸命働いてくれて

いる。当然研修に行っていない職員も、これ切磋

琢磨しながらやっているということは、非常にこ

の組織にとっていい影響があるのではないかとい

うふうに私自身は考えておりますし、１年間10名

という水準で５年間これ続けますと50名、市役所

の職員500名ですから、約10％がそういう経験を

。 、したことになります 10年続ければ２割の職員が

そういうような形で経験をしたことになるという

ことは、この先むつ市、あるいはむつ市役所にと

って非常に大きなことであろうというふうに思い

ます。

そして、国内でもさまざまな機関に行くことで

多様な経験を持ち帰っていただいているというふ

うに認識しておりますので、その点についても非

常に大きい。

ご質問の海外への研修ということについては、

これは各職員の非常に大きなチャレンジ精神がな

いと、我々が「行ってこい」と言ってやるような

ものではないと私は理解をしています。これも実

は２年前に、２年前だったと記憶しているのです

が、自治体国際化協会、これＣＬＡＩＲというと

ころと、私当時ニューヨークにいたときから関係

がございましたので、職員の海外派遣についてお

願いをした経験がございます。向こうとしては、

非常にいい話だということで受けていただいたの

ですが、いざ市役所に持って帰って誰か希望者が

いますかという話になった際には、誰もいなかっ

たのです。ですから、海外への経済研修、あるい

はポートエンジェルス市も含めてですけれども、

そういったことについては、当然これを積極的に

チャレンジしたいという職員がいれば応援すると

いうことでありますし、それが組織としての意思

であって、無理やり誰か行ってきて何とかしてこ

いということではないと思います。研修全般がそ

ういう考えの中でやっていることであるというこ

とは、この場をおかりして改めて申し上げさせて

いただきたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 24番。

〇24番（濵田栄子） 職員研修については、了解い

たしました。ことしは、特に経験豊富な鎌田副市

長、そして三上経済部長、県から派遣していただ

いております。そして、石川シティマネージャー

ですか、地区外から新たな目を持った方がいらし

。 、 、ております 職員の方々も また一層刺激されて

いい場面が出てくるのかなと感じておりますの

で、よろしくお願いいたします。能力開発につい

ては、ぜひとも地域を挙げてよろしくお願いした

いと思います。

次に、ジオパークですが、もう完璧というほど

のご答弁をいただきました。もう質問は、本当に

再質問はないのですが、実はことし福井県のあわ

ら市というところに産業建設常任委員会で視察に

行ってきました。そして、ＨＥＥＣＥ構想という

ことで、一体何だろうということで、とにかく若

い方たちが、若い世代が住み、生み、育てたくな

るまちの実現ということで、当市はジオパークを
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テーマとして今まちづくりをしようとしておりま

すが、名前そのものは違いますが、その目的は一

つではないかなと思っております。

ＨＥＥＣＥ構想のＨＥＥＣＥということですけ

れども、これは造語でありまして、ＨＥＥＣＥの

Ｈは健康のヘルスのＨ、Ｅは教育のエデュケーシ

ョン、そしてもう一つのＥは環境のエンバイロン

メント、ＣはコミュニティのＣということで、Ｈ

ＥＥＣＥ構想という造語をつくって事業を進めて

いるということでした。ことしは、プラスワンと

いうことで、魅力創造をプラスして、地域づくり

を進めているということでした。そして、各課の

やはり統一認識を図るために、各課より、このテ

ーマに沿った事業提案をしていただいて、もちろ

ん精査はしますけれども、当初予算において事業

提案をしていて、庁舎内の統一性を図っていると

いう研修をいたしてきました。

まず、何を進めるのにも、団結が大切ではない

かなと思いますので、地域の皆さんの心を一つに

するような、やはり市役所が掲げている目標が浸

透するような方策をとっていただきたいと思って

おります。ですので、何とかいつも話しておりま

すが、そのプロセス、目標達成のためのプロセス

を大切にしてやってほしいなと思います。

ジオパークについては、姉妹ジオパークはぜひ

進めていただきたいなと思いますので、これで私

の一般質問を終わりにいたします。どうもありが

とうございました。

〇議長（浅利竹二郎） これで、濵田栄子議員の質

問を終わります。

、 。ここで 午前10時45分まで暫時休憩いたします

午前１０時３２分 休憩

午前１０時４５分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎佐賀英生議員

〇議長（浅利竹二郎） 次は、佐賀英生議員の登壇

を求めます。14番佐賀英生議員。

（14番 佐賀英生議員登壇）

〇14番（佐賀英生） おはようございます。14番、

創世むつの佐賀英生でございます。むつ市議会第

232回定例会に当たり、通告に従いまして一般質

問させていただきます。理事者各位の前向きな答

弁をよろしくお願いいたします。

本日一般質問の最終日、５名ということで前振

りを考えてきませんでしたが、せっかくいろいろ

、 、戒名をとった話ですとか サーモンの話ですとか

お釈迦様の80番目の弟子になった話ですとか、い

ろいろあったわけですが、時間の関係上、全部割

愛させていただいて、早速一般質問に入らせてい

ただきます。

それでは、３項目11点について質問させていた

だきます。

まず、１項目め、大畑庁舎移転について伺いま

す。大畑庁舎は、昭和53年完成で、ことしで39年

がたちます。老朽化が著しくなっており、修繕を

繰り返し補修してまいりましたが、追いつかず、

建て替え、移転が急務と言われてまいりました。

過日市長は、現在の大畑庁舎の向かいにある大畑

小学校への移転の考えがあると発表されました。

私も平成11年から12年ごろの大畑町議のころに、

当時の課長に言われ、大畑町民7,000人時代とい

うことで、いろんなシミュレーションを考えたも

のでした。

当時大畑町は、１万1,000人程度の人口を有し

ており、急激に減少するとは考えていなかったの

ですが、当時の課長いわく、約20年後には現在の

状況から考えれば7,000人程度になっている可能

性が高く、そういう状況のときの大畑を考えてお
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かなければいけないと言われたことを思い出しま

す。当時は、合併という観念はなく、自治体とし

て永続的に存在していくと考えていたからです。

そういう思いで大畑町を考えたときに、庁舎と公

民館も移転建設など考えの一つに入っておりまし

た。

公民館、体育館、魚市場などは大畑町が勢いの

いいころの昭和40年代中ごろから昭和50年代前半

に建設されたもので、どちらも当時の面影を残す

。 、かまぼこ形の建築物となっております 平成11年

平成12年当時は、私は世の中の風潮もあり、学校

開放を提案しており、空き教室の有効利用や住民

の集う場所としての活用、社会で見守る児童・生

徒のあり方などを提案しておりましたが、そうい

うさなかにあの忌まわしい池田小学校事件が平成

13年６月８日に発生したのです。ただ、残念なこ

とに、平成13年当時私は、諸般の事情により議席

を確保しておりませんでした。

話は戻りますが、そういう事件もあり、学校開

放や空き教室の有効利用という風潮は一気に冷

め、現在まで至ったのではないでしょうか。現在

もごくごく少数ではありますが、学校を舞台とし

た事件が起こっていることも事実かと思います。

庁舎移転については、決定ではないものの、私

は会合のたびに、努めて保護者を中心に庁舎移転

の意見を聞いております。おおむねは了承意見で

すが、一部には厳しい意見があるのも事実です。

それは、異口同音に、子供たちの安全確保がきち

んとなされるのかという不安から来ているものと

感じられます。グランドデザインが確定すれば、

もう少し説明も深みを持つことと考えますが、現

況ではどのようになっているのかは知ることがで

きません。現況は、移転の考え方があるという範

囲なのか、ある程度の方針が出ているのか、また

グランドデザインができ上がっているのかを知る

ことにより、住民から聞かれたときに、住民に説

明するときの自分の考えを述べるときなどの強い

材料となることと考えます。

大畑地区住民に情報提供をするという観点で、

新しい大畑地区出発という観点で、以下６点につ

いてお伺いをいたします。

まず１点目といたしまして、どのようなスケジ

ュール、年次で取り組んでいくのか。

２点目といたしまして、児童の安全対策につい

て。

、 。３点目といたしまして 交通安全対策について

４点目といたしまして、駐車場などの周辺対策

について。

５点目として、庁舎内設備（文房具店など）に

ついて。

６点目といたしまして、大畑地区住民の理解及

び説明について。

、 。以上 ６点について市長にお伺いをいたします

続きまして、２項目め、大畑地区振興対策につ

いてお伺いをいたします。皆様ご承知のとおり、

大畑地区は下北半島の北辺中央部に位置し、北部

は津軽海峡に面し、南部は恐山山系を初めとする

300メートルから800メートルの山々に囲まれてお

ります。大畑地区総面積の235.59平方キロメート

ルのうち、森林が95％を占めている漁業を中心と

したまちです。気候は、日本海型に分類されてお

りますが、夏は太平洋型に分類される日照時間の

短い冷涼な土地です。現在は、人口7,000人程度

ですが、最盛期は１万3,000人を有し、昭和42年

から調査を始めた青森銀行発行の「青森県民力」

では、常に１人当たりの民力がベストファイブに

、 、位置し 昭和50年から昭和60年までは青森県民力

１人当たりの民力が１位をキープしてまいりまし

た。産業力と景気も手伝って、それなりの所得を

得ていたことと、先達の方々が教育に力を入れて

いたおかげで、過去にはたくさんの教育者を輩出

しておりました。
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大畑小学校、大畑中学校、そして今はありませ

んが、大畑高校の校訓には、必ず何事にも進んで

取り組む「進取」と、衝動を抑え、おのれに打ち

かつ「克己」の文字が刻まれております。進取の

精神のもと、北海道にもたくさんの先達の方々が

開拓に出向き、現在でも活躍をしていると聞いて

おります。漁師気質が強いので、土地に固着しな

い性格があるのかもしれません。当時は、その栄

華が続くものと思われていたのでしょうが、当時

の産業の主たるものは１次産業で、それも漁業に

依存していた部分が多く、自然相手の産業は自然

に左右される部分も多く、地球温暖化や海洋の変

化、そこに途上国の海洋進出など、取り巻く環境

の変化があらわれ始め、産業にも陰りが見え始め

たのです。

昭和62年の青森県民力の１人当たりの民力が５

番目に落ち、その後は徐々に下降し始めました。

ちなみに、昭和62年の青森県民力１人当たりの民

力第２位は旧川内町でございます。特に近年は、

少子高齢化も相まって下降を続け、水産業の停滞

と不漁も影響し、悲惨な状況が続いております。

特に昨年の薬研地区の老舗旅館の閉館と、下北有

数の大型ホテルの閉館が大きな大畑地区のダメー

ジとなり、落胆は隠すことができません。

薬研温泉は、大畑川河口から約10キロさかのぼ

った山中に位置し、慶長19年、1614年に発見され

たと言われる古い温泉で、温泉のもとは３口で、

、毎分50リットルから100リットルの湧出量を誇り

温度は45度から51度の透明な弱アルカリ性の単純

温泉です。

また、上流２キロの地点には奥薬研、その昔は

湯の股温泉と言われていた泉源があり、成分、湧

出量は同等ですが、温度は61度から62度の高温な

温泉でもあります。その良質な温泉と紅葉、自然

美あふれるロケーションも手伝って、たくさんの

観光客でにぎわうとともに、全国各地からのキャ

ンパーであふれていました。この環境にほれて定

住した人までおります。しかし、橋の工事や規制

を厳しくしたせいなのかわかりませんが、キャン

パーが急激に減り出し、現在は訪れる人が減少し

ております。

現在、若い人たちのまちおこし集団カダル団が

頑張って活性化に努めているおかげで、時期にな

ればそれなりの活況を取り戻しつつはあります

が、以前のようなものとは違っております。カダ

ル団の皆さんに期待したいものですし、協力して

いきたいと思っております。また、少しでも協力

して知恵を出していきたいと思い、現在若い人た

ちや各団体に声をかけ、大畑地区再興のための準

備をしているところでもあります。

ジオパークの認定、桜ロードの知名度の向上、

海峡サーモンの全国ブランド化などの助けをかり

て薬研地区を再興しながら、大畑地区の振興を目

指していきたいと思っております。

以上のことを踏まえ、質問いたします。

１点目として、大畑地区の振興及び薬研地区の

振興対策について。

２番目として、むつ市全体の観光振興及び一体

化の観光に対する薬研地区の役割について。

３番目といたしまして、インバウンドを含めた

集客に対する薬研地区のキャンプ場の整備及びむ

つ市全体のキャンプ場の役割について。

以上、３点について、市長にお伺いをいたしま

す。

続きまして、３項目め、凍害対策についてお伺

いをいたします。先般ある会合で歓談していると

きに、雪解け後の道路状況の話になり、あそこの

道路が損傷している、その穴に落ちてびっくりし

た、花壇のブロックが持っていかれた、庭の囲い

の下の土が掘られたなど、いろんな除雪後の話に

なり、いろいろ聞かせていただきました。それか

ら一月もしない６月３日、某新聞に、弘前市の凍
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害による道路の穴の問題が載っておりました。結

構各地で道路に対する凍害の事故があるのだなと

思い、今回の質問に至りました。

私自身も何度か経験しており、住民からの連絡

はもとより、気がついた場所について、その都度

大畑庁舎に連絡をさせていただいております。あ

りがたいことに対応が迅速で、そのときは応急的

な解決に至り、後に修繕してもらっております。

少なくとも、かかわった箇所については事故はな

く、心配しないでおりましたが、過去の事例にお

いて、タイヤがバーストしたことがある、ホイル

に傷をつけたことがある、車の腹をすったことが

あるなど、大事に至らないものの、何件かの事例

を耳にいたしました。大事な事故に至らないもの

の、事故があってからでは遅いと思い、凍害につ

いての質問をいたします。

１点目といたしまして、むつ市における凍害対

策について。

２点目といたしまして、過去の事例と対策につ

いて。

、 。以上 ２点について市長にお伺いをいたします

以上で壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 佐賀議員のご質問にお答え

いたします。

、 、まず 大畑庁舎移転についてのご質問の１点目

どのようなスケジュールで取り組んでいくのかに

ついてお答えいたします。

庁舎移転につきましては、現在大畑小学校を移

転先とした基本計画の策定を行っております。今

年度中に実施設計まで終えて、平成30年度に改築

工事を行い、平成31年度中の移転を目指しており

ます。

次に、ご質問の２点目、児童の安全対策につい

てでありますが、小学校とは別に庁舎専用の玄関

を設置し、施設内につきましても仕切りを設け、

平常時の学校と庁舎相互の往来ができないように

したいと考えております。

また、仕切りはあるとはいえ、大畑庁舎の職員

が常に近くにいることで、学校の安全確保が必要

なときには庁舎職員の迅速な対応が可能になり、

これまで以上に学校の安全性の向上が図られるも

のと考えております。

次に、ご質問の３点目、交通安全対策について

と４点目、駐車場等の周辺対策については関連が

ありますので、一括してお答えいたします。

庁舎移転後には、現大畑庁舎を解体し、駐車場

等の外構工事についても整備を検討してまいりた

いと考えております。また、児童の送り迎えの際

の安全確保についても、同様に検討してまいりた

いと考えております。

次に、５点目、庁舎内設備についてであります

が、現状では庁舎内への店舗の出店は厳しいもの

と考えておりますが、整備が進んだ段階で、周辺

への出店等の動きがあれば対応してまいりたいと

考えております。

次に、ご質問の６点目、大畑地区住民の理解及

び説明につきましては、基本計画の概要ができた

時点で保護者の皆様や周辺の皆様、大畑地域の皆

様のご理解をいただくため、改めて説明会を開催

させていただきたいと存じます。

さらに、今後の事業の進捗状況に応じ、必要な

説明会を開催し、市民の皆様に喜んでいただける

ような事業にしてまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、今回の庁舎移転は現

役の学校に庁舎が移転するという全国でも例のな

い取り組みとなります。このことから、子供たち

の安全確保は大前提であり、さらに庁舎の利便性

を向上させ、特に大畑地区に暮らす全ての方々に

とってよりよい環境となるよう、スピード感を持

って対応してまいりますので、ご理解を賜りたい
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と存じます。

次に、大畑地区振興対策についてのご質問につ

いてお答えいたします。ご質問の１点目、大畑地

区の振興及び薬研地区の振興対策について、２点

目、むつ市全体の観光振興及び一体化の観光に対

する薬研地区の役割について、３点目、インバウ

ンドを含めた集客に対する薬研地区のキャンプ場

整備及びむつ市全体のキャンプ場の役割について

のご質問のうち、むつ市内キャンプ場の状況につ

いては、担当部長からの答弁といたします。

私からは、ご質問の３点目、インバウンドを含

めた集客に対する薬研地区のキャンプ場整備及び

むつ市全体のキャンプ場の役割についてのご質問

のうち、薬研野営場のさらなる活用のためどのよ

うに取り組んでいるのかのご質問にお答えいたし

ます。

、 、ここ数年 地域のまちおこし団体が中心となり

開湯400年祭など薬研地区の活性化に向けた取り

組みが実施されており、大変心強く感じておりま

す。特にことし２月に実施されたグランピング体

験「Ｙａｇｅｎ Ｇｒａｎｄ Ｓｎｏｗ 2017」で

は、クラウドファンディング「ＦＡＡＶＯしもき

た」で資金を調達し、かまくらの中をバーとして

飲食を楽しめるようにしたグランピング体験や、

竹スキーづくり、スノーシューでの森歩きなどの

体験プログラムが実施されたほか 「雪あかり」、

と称して、たいまつとろうそくの明かりで幻想的

な雰囲気をつくり出すなど、２日間で350名もの

方々においでいただき、おしゃれな演出で料理の

レベルも高く、想像していた以上に満足できた、

温かい明かりに心がほっこりした、テント内もお

しゃれで感激したなどといった感想が寄せられ、

大変好評を得たと伺っております。

私も参加いたしましたが、かまくらでのグラン

ピングや幻想的なキャンドルの明かりなどが薬研

の自然と一体化し、冬の森にオアシスを感じる新

鮮な体験をさせていただきました。私は、冬の薬

研に光を当て、全く新しい体験の場をつくったこ

とに対し、深く感銘を受け、市民の皆様が自ら薬

研の魅力を高める取り組みに全く新しい発想で取

り組んだことこそが、薬研地区の未来に明るい希

望をもたらすものと確信しております。

私としても、情熱を持って新たな取り組みに挑

戦する民間の企業の皆様、団体の方々とともに地

域を盛り上げていきたいと考えており、薬研地区

において、域内、域外との交流を促進させる取り

組みが生まれたことは、薬研地区の今後に大きな

可能性を感じております。

、 、本市としては そういった活動を全力で応援し

そのことによりインバウンドを含めた薬研地区へ

の誘客につなげてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、凍害対策についてのご質問につきまして

は、担当部長からの答弁といたします。

〇議長（浅利竹二郎） 経済部長。

〇経済部長（三上達規） 大畑地区振興対策につい

てお答えいたします。

ご質問の１点目、大畑地区の振興及び薬研地区

の振興対策についてでありますが、薬研地区は平

成27年、平成28年と立て続けに宿泊施設が営業を

終えるなど、地域を取り巻く経済状況は非常に厳

しいものと認識しております。また、薬研地区は

下北半島国定公園の第１種特別地域に指定されて

いる地域であり、施設の新設には厳しい制限があ

りますものの、市といたしましては、薬研地区へ

の宿泊施設の新設等の相談を受けた場合は、必要

な支援策を検討してまいりたいと考えております

ので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目、むつ市全体の観光振興

及び一体化の観光に対する薬研地区の役割につい

てであります。薬研地区は、開湯400年を超える

歴史を誇る薬研温泉を初め、初夏には森林浴、秋
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にはもみじ狩りを楽しめる薬研渓谷、さらにはヒ

バの植生や自然保護の大切さを学べるヒバ林など

があり、良質な温泉や風光明媚な自然が人々の身

体と心を癒やすことができる観光地であり、むつ

市の観光地としても重要な地区と認識しておりま

すので、恐山や釜臥山からの夜景、安渡館など、

その他の観光資源との連携強化を図りながら、引

き続き誘客促進に努めてまいりたいと存じます。

次に、ご質問の３点目、インバウンドを含めた

集客に対する薬研地区のキャンプ場整備及びむつ

市全体のキャンプ場の役割についてのご質問のう

ち、むつ市内のキャンプ場の状況についてのご質

問にお答えいたします。当市のキャンプ場、野営

場は、早掛レイクサイドヒルキャンプ場、薬研野

、 、 、営場 野平高原キャンプ場 森林公園キャンプ場

脇野沢野営場の５カ所ございます。施設の整備と

いたしましては、早掛レイクサイドヒルキャンプ

場が管理棟１棟、炊事棟１棟、ケビンハウス３棟

のほか、自動車等で利用可能なキャンプサイト

36区画を有しております。

薬研野営場では、管理棟１棟、脇野沢野営場で

はバンガロー10棟を有しており、他の施設につい

ては炊事棟１棟のみとなっております。

入り込み客数を把握している施設は、このうち

２施設となっており、平成28年度の早掛レイクサ

イドヒルキャンプ場は6,254人、薬研野営場は

1,594人となっており 東日本大震災前の平成22年、

度と比較し、早掛レイクサイドヒルキャンプ場で

は1,712人の増加となっておりますものの、薬研

野営場では449人の減少となっております。

市といたしましては、これらの施設の機能維持

を図りながら、引き続きＰＲに努め、誘客利用促

進に努めてまいります。

〇議長（浅利竹二郎） 建設部長。

〇建設部長（光野義厚） 凍害対策についてのご質

問にお答えいたします。

まず、むつ市における凍害対策についてであり

ますが、市道におきましては、道路パトロールの

際、目視により道路状況を確認し、大きなひび割

れ、たわみ、陥没等、局所的なものを発見した場

合、速やかに補修作業をするよう努めているとこ

ろであります。

また、路面に亀の甲状にひび割れが生じている

ような路線は大規模な改修が必要となるため、整

備計画に組み入れ順次進めているところでありま

す。

次に、過去の事例と対策についてですが、過去

５年間における市道上での賠償件数は、平成24年

度に１件、平成25年度１件、平成26年度はありま

せん。平成27年度は２件、平成28年度は３件、合

計７件の損害賠償事案がありました。対策といた

しましては、雪解け後の穴埋め復旧を速やかに行

うとともに、日常パトロールを強化し、すぐに復

旧できない場合などは、看板やカラーコーン等に

より危険箇所を明示、注意喚起するよう努めてお

りますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 14番。

〇14番（佐賀英生） 答弁をいただきました。順番

どおりにいきたいと思います。

まず、庁舎移転についてでございますが、先ほ

どスケジュールのほうを市長からいただきまし

た。平成30年度に工事着工、平成31年度に移転を

したいということで、そうすれば今年度もしくは

次年度の早いうちにある程度のグランドデザイン

というか、骨格というのができると理解してよろ

しいのでしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） ことしじゅうに作成する予

定です。

〇議長（浅利竹二郎） 14番。

〇14番（佐賀英生） わかりました。そうすれば、

大体の時期は、このとおり、今ラジオで聞いてい
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、 。る方もいらっしゃいますし 説明もしていきます

２番目の児童の安全対策、先ほど庁舎内に仕切

りを設けたりとか云々と言って、それはそれでオ

ーケーだと思うのですが、いろんなものが想定さ

れているみたいで、保護者の方々は。私の皮膚感

覚でいきますと、おおむね可としていると、そう

いうふうに感じております。

また、先般大畑小学校のほうでアンケートをと

ったらしいのですけれども、ちょっとそこら辺の

。 、部分が私存じ上げておりません もし市長のほう

もしくは担当のほうでわかるとすれば、そのアン

ケートのほうの、答えられる範囲で結構ですが、

内容といいますか、概要でも結構ですので、お教

え願えれば助かりますが。

〇議長（浅利竹二郎） 大畑庁舎所長。

〇大畑庁舎所長（坂井 隆） お答えいたします。

アンケートは、大畑小学校のほうで、５月の下

旬だったと思いますが、実施されました。大体６

％の方々からご意見をいただいたということで、

そのご意見の内容といたしましては、やはり議員

おっしゃるように、安全面、セキュリティー面へ

の不安ということでございました。それについて

は、庁舎のほうで一応こういう対策をこうだとい

うふうな答弁を作成いたしまして、学校のほうを

通じて配布させていただいております。

以上です。

〇議長（浅利竹二郎） 14番。

〇14番（佐賀英生） ありがとうございます。６％

というと、これをどのようにとっていいのか、微

妙なところなのですが、保護者の方々が一番心配

している部分として、まず知っている方、知らな

い方いらっしゃると思いますが、あの近辺には常

時、常駐的に派出所がありまして、そこが常駐に

ならなくなったと。そして、24時間体制でいてく

れた消防署の移転、ここら辺のところが保護者の

方々の一番の不安要素でありました。ただ、これ

も老朽化ですとかもろもろありますので、仕方な

いとしても、やはりそこら辺が保護者の方々、当

時私もＰＴＡの役員の一人でございましたが、そ

ういうのがあった。

今はその内容まで確定していないと思います

が、一番安全面、仕切りを取ったとか仕切りをす

るとかいろんなものが、人の目が届くとかあるの

でしょうけれども、よくよく保護者の方々の意見

を聞いていただいて、完璧というのはないと思い

ます。これは、当然至極難しい話ですから、その

保護者の方々とか近隣の方々の不安を払拭できる

ような安全対策を心がけていただきたいと、そう

思いますので、よろしくお願いいたします。

３番目の交通安全対策、４番目の駐車場も、こ

れは大体リンクするわけですが、あそこは速度

30キロのところなのですけれども、なかなか30キ

ロで走っていただいている車が少ないと。まして

や道路も余り広いわけではなくて、なかなかゆる

くない大変な場所でございます。

市長、どうでしょう、私前、環状交差点の話を

したのですが、それよりもある程度一方通行にし

てみたり。というと、海側からおりてきたところ

を左側、山側から来るところを今のＮＴＴの建物

をぐるっと迂回してくる一方通行の方向ですと

か、もしくは学校の前に、スーパーですとか大き

い商業地にある道路のように段をつけて、車がス

ピードが出ないように。これは、冬期間の除雪の

問題も出てきますので、一応それを排除して考え

れば、スピード対策では、今度は横断者が確実に

ふえるわけですから、そこら辺のところも考える

べきだと思いますが、その道路迂回ですとか、そ

ういう面について市長のお考えをお伺いいたしま

す。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

今佐賀議員からいただいたご意見も、これは十
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分に考慮していかなければいけないというふうに

思いますし、そもそも我々庁舎の移転ということ

、 、だけではなくて ある程度その道路の線形だとか

そういうことも含めて面的な整備が必要であろう

、 、というふうに考えておりますので そうした中で

当然庁舎に来られる方々の安全確保の観点、それ

から学校の安全の確保、子供たちが通学している

わけでありますから、その安全の確保の観点、さ

らには利用していただいている方々の利便性の観

、 、点ということを総合的に検討して 現庁舎の解体

そして道路のあり方、これらについてもしっかり

とした形でこれから検討していきたいと、このよ

うに考えております。

〇議長（浅利竹二郎） 14番。

〇14番（佐賀英生） ありがとうございます。やは

りそういうところからまずいくということで、や

っぱり僕は、中心部とは言いませんが、あそこは

本来文教地区だったのですけれども、一つのデザ

インがある、一つの核となる、面となる、そうい

う場所にしていただきたいなと。うちが近所とい

うのもありますけれども。やっぱりああいうとこ

ろが大変いいかと思いますので、当然補足ですけ

れども、今の信号の場所があそこでいいのか、こ

っちが、移設がいいのか、増設がいいのかと、い

、 、ろんな分野 いろんな角度から考えていただいて

あと２年ということですから、時間があるのかな

いのか、それは別といたしまして、いい意味での

じっくり、いい意味での早目に進めながら、住民

の皆さんの大多数の意見が取り入れられるような

、 。ものをしていただきたいと そのように思います

また、６番目の地区住民の理解及び説明という

部分で、定時、随時、先ほど市長は、その進捗状

況に合わせた説明をしていくと。ぜひともその点

。 、 、はお願いいたします 各団体 町内にこだわらず

広く住民の方々が参加できるような機会均等であ

るべきだと。来る来ないは別として、やはりそう

いう意見を取り入れてまいったり、声を聞いて進

めていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

続いて、２番目の大畑地区の振興対策について

ですが、まず１番目の薬研地区の振興対策につい

て。私も、これも結構副市長のほうからいろいろ

お助けをいただきながら、環境政策課とかいろい

ろ県の自然保護課へ行って調べてまいりました。

私勘違いしていたというか、ちょっと勝手に重

く考えていたのは、国定公園だから何もできない

と思っていたら、意外と自由みたいで、自由とは

言いませんが、結構いけるみたいで、ただ薬研地

区と恐山地区の一部には、第１種特別地域でちょ

っとした囲いになっています。新しく建物とか工

作物はだめかなと思っていたら、そんなだめでも

ないと。

けさほども担当の方とお話ししていたのです

が、どうでしょう、ここら辺で大きくセールスと

いうわけにはいきませんし、チラシも出すわけに

はいきませんが、例えば箇所箇所で市長はいろん

な方々とお会いする場面が多いと思います。そこ

にそういう意欲のある、薬研地区に何かしてくれ

るとか、例えば民宿をやるとか、ペンションやる

とか、そういう意欲のある方、もしくはアプロー

チまではいきませんが、ムードをつくって、そう

いう方へのトップセールスというか、そういうお

声がけをする機会があろうかと思いますが、そう

いう場面をつくってアプローチしていただくとい

う考えはいかがでしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

薬研地区への宿泊施設の誘致ということに関し

てのご質問だと思いますけれども、実は薬研地区

の大規模な宿泊施設が廃業するというようなお話

を受けた際に、平成27年度ですか、これは、県外

の宿泊業者を対象といたしまして、薬研地区への
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宿泊施設の整備に向けて、誘致にこれ実は取り組

んでおります。結果が出ておりませんので、報告

するに至っていないということでありますけれど

、 。も 実現に至らなかったという経緯がございます

これは、さまざまな要因があるのですが、やはり

最終的にはなかなかちょっと、距離の問題ですと

かさまざまなことでお断りをされたということで

あります。

ただ、その際、我々もその誘致活動を踏まえて

いろんなことを学んだわけですけれども、薬研地

、 、区 国定公園の第１種特別地域に指定されていて

施設の新設は相当な制限があるのですが、ただ現

在の施設をうまく活用するだとか、そういうよう

なことも考えられますので、これは何かそういう

動きがあったときには、これにしっかりと対応し

て、市として全面的に応援するというような形で

の支援策ということで今は考えてございます。

以上です。

〇議長（浅利竹二郎） 14番。

〇14番（佐賀英生） わかりました。どちらかとい

うと、そういう意欲のある企業や業者には支援し

ていくと、そういうことで結構でございます。私

も何とか頑張ってまいります。

今度、そこでいきますと、キャンプ場の問題も

リンクしてくるわけですが、僕らもたまに行って

いたりなんかしたわけですが、大畑庁舎所長に聞

いたほうが早いかもしれませんが、一気に人が減

ったと。あるいは橋の工事があったのか、それま

では三沢のキャンプの方々がたくさん来ていまし

た、米軍の方です。僕は、そのとき子供たちを連

れて行っていたわけですが、あれはおもしろいも

ので、子供たちというのは、うちの子供は英語を

全然話せませんけれども、外人の子供と日本の子

供たちが会うと、言葉は違っても、あれ何となく

仲よくなってしまっているのです。たまに僕が英

語を話そうと思って話してみると、子供たちに、

ルー大柴みたいだと言われて、全然英語になって

いないと叱られるのですが、あのコミュニケーシ

ョンといいますか、子供たちの伝達能力といいま

すか、伝播能力といいますか、そういうところが

。 、すばらしい ある意味情操教育にもなったわけで

また次に会ったときも 「やあ」という感じで話、

しているのですが、英語と日本語で話しても、何

となく通じているのですよね。あれというのは不

思議なものであります。

薬研野営場の整備というのは必要かと思うので

すが、大畑庁舎所長、どうなのでしょう、あのと

き一気に客が減った、三沢の米軍の方々が来なく

なった原因というのは何かありますでしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 大畑庁舎所長。

〇大畑庁舎所長（坂井 隆） 突然の指名でちょっ

と驚いておりますが、お答えいたします。

私の認識ですと、橋の工事をやってから、まず

キャンプ場のお客さんが激減したというイメージ

は持っております。

それから、その前は確かにおっしゃるように、

三沢からたくさんの外国人、アメリカ人の方々が

いらしていたはずです。いらしておりました。私

も実際何度もキャンプに行っておりまして、そう

いう経験をしておるのですが、たまたま死亡事故

があったり、キャンプ場で米軍の方が死亡した件

もございましたし、またちょっと事件を起こされ

たりしたこともあって、そういうせいもあって少

しずつ減ってきたのかなというイメージは持って

おります。

以上です。

〇議長（浅利竹二郎） 14番。

〇14番（佐賀英生） わかりました。なかなかごみ

の問題ですとか、いろいろ散らかって、僕もよく

行ったのですけれども、そういうのがあったとい

うのは承知しておりましたが、そういう事故、事

件というのはなかなかわからなくてあれでした。
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そうすると、こちら的な要因ではなくて、あち

らのほうからストップがかかったか、またそうい

うのがあるということになると思います。

どうでしょう、今後こちらのほうからもう一度

キャンプ場をアピールして、そういう方々が来ら

れるような体制と、あと整備というものは今の薬

、 、研 僕薬研しか詳しくわからないのですけれども

そんな手はかからないと思います。せいぜい、若

干区分けして芝を植える程度だと思いますが、薬

研野営場、一番安価で一番簡単なやり方で、もう

ちょっとＰＲできるようなやり方、もしくは整備

についてはどのようにお考えでしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

キャンプ場にいたしましても、その他の場所に

しても、施設ですとか、あるその場所を生かすと

いうのは、私は人の活動だと思っています。活動

というのも、やはり時代に合った非常に感性とい

うか、そういうのが研ぎ澄まされた活動をするこ

とによって、その場所がまた光を得ていくのだと

思います。

まさにことしの冬ですか、行われたイベント、

「雪あかり」がそういうものに該当するのだと思

いますけれども、そうしたやはり活動をたくさん

していくことの支援、そしてさらにはそのＰＲ、

そのことでもう一度キャンプ場に光を当てると。

さらに、それで利用がどんどん、どんどん高まっ

てくれば、整備を進めていくというような段取り

になってくるというふうに思いますので、ぜひ私

は、市民の皆様がその活動を積極的にする場所と

してそのキャンプ場を選んでいただきたいと思い

ますし、そのことについては佐賀議員にもお願い

を申し上げたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 14番。

〇14番（佐賀英生） わかりました。積極的に利用

して、今度集まる場所としてやっていきたいと。

あの雪のやつも、実は僕も考えていたのです。

ただ、私が考えたのは、皆さんも経験あろうかと

、 、 、思いますが 真っさらな雪に ただ走って転ぶと

それがやりたかったのですが、仲間全員に100％

却下されました。ただ僕は走っていって、雪に足

跡をつけて、雪の中に転ぶ大会をやろうと思った

ら、全然おもしろくないと。それで却下された思

いがありますので、カダル団のあれには大変賛成

なのですが、今後キャンプ場のそういう整備とい

うのは、地区の若者や、やる気のある方と、積極

的に努めていきたいと思います。

そこで、あのキャンパーの方々というのは、キ

ャンパーというのか、ミツバチ族と言ったらいい

のか、ありますが、キャンプ場をめぐっていくわ

けですよね。先ほど聞きましたら、５カ所のとこ

ろがあると。そういう案内板と言わなくても、チ

ラシでもわかるようなシステムがあれば、なお下

北にキャンパーの方々をとどめさせて周遊できる

と。今度それがほかに行ったときに、キャンプ仲

間というのは結構密な関係を築いているみたいで

すので、宣伝もできると。そういう５つのキャン

プ場が連動できるような施策、方向、またＰＲの

仕方というのを考えてみてはどうかと思うのです

が、そこら辺のところはいかがでしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 経済部長。

〇経済部長（三上達規） キャンプをめぐる仕掛け

というようなご質問だと認識しておりますが、今

むつ市としては力を入れているのはジオサイトと

いうことがございまして、その中の一つとして薬

研地区もあるわけでございますが、今年度からジ

オサイトをめぐるツアーとして、実際の旅行商品

を一般社団法人しもきたＴＡＢＩあしすとのほう

で造成する予定となっておりますので、そういっ

た部分でもキャンプ場のＰＲ等々を含めまして、

一体となって誘客に努めてまいりたいと考えてお

ります。
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以上です。

〇議長（浅利竹二郎） 14番。

〇14番（佐賀英生） そういう誘客に努めてみんな

でめぐると。１カ所、薬研から恐山に行く道路が

あるのですが、通ったことある方少ないかと思う

のですが、あそこ、前に私、地域づくりリーダー

塾のメンバーをこっちに集めて行ったときに、宮

口迪先生という方がいらっしゃいまして、あの

喪黒福造のモデルと言うとわかりやすいかもしれ

ませんが、早稲田大学の生徒たちと来まして、い

ろいろそこを回ってきましたら、あの方は白神山

地の審議委員もやっておりまして、白神山地より

いいと。あそこ、木が真っすぐ生えるのではなく

て、根からこう来てこうカーブを描いて生えてい

る箇所がいっぱいあります。そこがすばらしいと

いうことと、恐山におりるところ、来ておりると

、 、ころなのですが 傾斜の川があるのですけれども

目の錯覚なのでしょうけれども、逆に上に上って

いるように川が流れているように見える場所もあ

るのです。そういうおもしろいところがあって、

なかなか覚えている人はいませんけれども、そう

いうちょっとトリック的な場所ですとか、本当の

自然の大事な、人の手が加えられない場所もひと

つ観光の名所といいますか、知る人ぞ知る場所な

のですけれども、そういうところもぜひ宣伝して

いただきながら進めていっていただきたいと、そ

のように思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

最後になりますが、凍害対策についてでありま

す。先ほどお話をいただきました。私も見ていて

思いますが、迅速な整備と対応ということでよし

としておきます。

ただ、１つだけお願い、または聞きたいのは、

横断のグレーチングがある部分があるのですが、

網の目になったところです。あそこのつなぎ目の

ところが、結構亀甲型になって掘れて上がってい

ると。もしくは雪がいっぱい降ると段になって、

凍害という言葉には当てはまらないかもしれませ

んが、結構シビアなものがあります。うちの近所

は、僕がたまに直したり、近所の方が直したりす

るのですが、箇所箇所でグレーチングの部分だけ

へこんで、固まって高さが20センチや30センチに

なっているときがあるのですが、その補修の仕方

と、あと春先のグレーチング近辺の、ほどけたり

砕けて石状というか、砂利状になっているところ

を直していただきたいと。直してというのは、あ

そこを工夫して何とかスムーズな通りにしていた

だきたいと思うのですが、そこら辺のところの考

えを最後にお伺いしたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 建設部長。

〇建設部長（光野義厚） グレーチング回りの段差

の解消についてお答えをいたします。

主に降雪期における横断側溝部分のグレーチン

グぶたと路面に生じた段差につきましては、既存

のグレーチングぶたをコンクリートぶたへ交換し

たり、横断側溝周辺の舗装部分の打ちかえ等、公

共工事を進めてまいりたいと思いますので、ご理

解いただきたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 14番。

〇14番（佐賀英生） ありがとうございました。何

とかひとつお願いいたします。

庁舎の移転についても、大畑地区の振興につい

ても、むつ市議会議員としては、ここだけに絞ら

、 、ず 本当は全体をやらなくてはいけないのですが

大変大畑の喫緊たるこの切迫した状況をご理解い

ただきたいとともに、何とかそこに住む私たちが

頑張って盛り上げていかなくてはいけないと。

先達の方々に申しわけない気分でたっぷりなの

ですが、何とかその地区、全体の地区が盛り上が

っていく、大畑地区、川内地区、脇野沢地区でも

盛り上がっていくように頑張っていきたいと思い

ますので、先ほど答弁いただいた庁舎移転に対し
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ては説明、振興対策については少しずつ力をかし

ていただくと。そういうものをお願いして一般質

問を終わりたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。

〇議長（浅利竹二郎） これで、佐賀英生議員の質

問を終わります。

ここで、昼食のため午後１時まで休憩いたしま

す。

午前１１時３０分 休憩

午後 １時００分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎工藤祥子議員

〇議長（浅利竹二郎） 次は、工藤祥子議員の登壇

を求めます。４番工藤祥子議員。

（４番 工藤祥子議員登壇）

〇４番（工藤祥子） 日本共産党の工藤祥子です。

むつ市議会第232回定例会において、一般質問を

行います。

国会が閉会しても、加計学園問題、共謀罪法の

強行に国民の怒りがおさまりません。日本がきな

臭くなっている、1930年代の太平洋戦争に向かう

時代と似てきている、閉塞感が広がっているなど

の声が聞かれる今日です。これまでも民主主義の

ない時代でも、国民の運動で道はつくられ、歴史

が切り開かれてきました。国会に集う若者たちの

姿を見るにつけ、人権擁護の条項がちりばめられ

ている今の平和憲法を暮らしの隅々まで広げてい

きたい、そのために力を尽くしていきたいという

強い思いが湧いてきている今日です。

質問に入る前に、

さて、東京一極集中、人口減少克服のために打

ち出された地方創生施策ですが、新聞報道による

と、なかなか歯どめがかかりません。なぜ若者は

東京に転出するのか、なぜ希望する子供を産むこ

とができないのかなど、現状分析はあるが、その

原因分析はされていないと当初から言われていま

した。国土の均衡ある開発から、今日国土の再編

へとかじを切りました。大都市に公共投資を集中

し、人口30万人ぐらいの都市拠点、５万人ぐらい

の定住自立圏構想をつくる、そしてコンパクトシ

ティとネットワーク、集約と選択をキーワードと

して国づくりをしようとしています。地方創生で

各地工夫して頑張っている今日ですが、地方は守

れるのか、疲弊をとめられるのか、一つ一つ考え

ながら進んでいきたいと思います。

さて、第１点目の質問です。子供の医療費補助

拡大について質問します。貧困と格差が広がり、

子供６人に１人が貧困状態と言われる状況の中、

また少子化対策として要望する声の高まりで、子

供への医療費助成が全ての自治体で実施するとこ

ろまで広がりました。しかし、厚生労働省は、こ

の助成が子供の安易な受診を招き、結果として医

療費の増加につながるという考えから、医療費無

料化、現物給付方式、窓口無料化ですが、それを

行う市町村に対しペナルティー、減額調整を科し

て、国保の国庫負担金を削減してきました。全国

各地の署名運動、全国知事会等の申し入れで、よ



- 127 -

うやく来年平成30年度から就学前の児童を対象と

する減額措置が廃止されることになり、昨年12月

22日付で通達文書が出されました。

一昨年12月定例会、むつ市での減額調整額は幾

らかという私の質問に対し 平成26年度分は488万、

6,000円余りという答弁でした。年度により違い

があるものの、平成30年度は約488万円ほどの削

減がなくなるということになります。県内で子ど

も医療費助成で進んでいるところは、高校生まで

、 、 、 、入院 通院とも無料の自治体は 横浜町 佐井村

高校生まで入院のみの無料は弘前市、八戸市、中

、 、 、学生まで入院 通院とも無料は青森市 十和田市

三沢市、大間町、風間浦村です。むつ市は、小学

生、中学生まで入院のみが無料です。

１つ目として、この通達文書をどのように受け

とめたのか。

２つ目として、むつ市もこの機会に小学生、中

学生まで入院だけでなく通院も無料にすべきと考

えますが、答弁を求めます。

第２点目の質問は、県立高校再編に向けた第１

期計画案についてです。青森県は、一定規模の学

、 、級数を維持し 教育活動の質の向上を確保すると

生徒減を背景に大規模な再編計画をつくりまし

た。このたび県内各地で地区懇談会が開かれ、下

北地区でも５月末にむつ来さまい館と川内公民館

で開催され、私も２会場に参加してきました。

この計画案は、田名部高校を重点校として５学

級規模とする、大湊高校、むつ工は学級減、大湊

高校川内校舎は平成31年度募集停止する、大間高

校は地域校という内容です。この決定は、来月７

月の予定となっています。

来さまい館では、政策統括監、教育長が懇談会

の口火を切り、重点校に医学部進学コースを、通

学支援をなどと発言し、スタートを切りました。

「むつ工業高校が拠点校になっていない 「講」、

師の先生が多い 「大畑校舎が廃止になってど」、

んなメリットがあったのか 、等の意見がありま」

した。

川内公民館では 「交通機関が不便で満足に部、

活ができない 「スクールバス代が年間１人30万」、

円もかかり保護者の負担が重い 「脇野沢から」、

は負担はもっと重い 「地元で川内校舎を受験」、

する人は少ない、でも事情で川内校舎しか入れな

」、「 」、い人がいる 小規模高校を希望する人もいる

「仮になくなった場合、脇野沢、源藤城等からは

１時間以上かかる 「寮制度を考えていないの」、

か 「漁業者の後継者を育てるということで、」、

水産科設置を考えてもいいのではないか 「確」、

かに人口減少が続いているが、地元に高校がなく

なることでさらに人口減少が進むと懸念してい

る」など、川内校舎をなくしてほしくないという

意見が相次ぎました。住民の中でも、何とかなら

ないのかという悲痛な声が出ています。しかし、

合併してしまった今日、生徒数減で、ほかのよう

に大きな運動は今のところ見られません。

今回は、私は仮に川内校舎がなくなった場合と

いうことで、懇談会で多くの方から意見の出た通

学支援に絞って質問いたします。

、 、現在Ｍバス会社のスクールバスは 川内中心部

海手は蛎崎スタートですが、大湊高校行き、むつ

工業高校行き、田名部高校行き、そして旧むつ地

域から川内校舎行きと４コース、２台で走ってい

ます。バス運行業者とバス利用者とでつくる父母

の会とが契約し、会費として国の決めている計算

式に当てはめて出した総額を利用者数で割るとい

う方法で出し、毎年金額が違うとのことです。懇

談会では、通学費用１人年間30万円という発言が

何人からも出されました。また、脇野沢のＹバス

業者の高校生用スクールバス、12名ほど利用して

いるそうですが、脇野沢本村から３キロ離れてい

る集落、寄浪地区から川内校舎へ、次は大湊高校

へとバスを走らせ、大湊高校行きのバス料金は、
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川内の生徒利用の料金よりも数万円高い価格で抑

えて頑張ってきたが、来年３月末で運行停止予定

と話していました。ちなみに、大畑のスクールバ

、 、 。ス料金は 年間十七 八万円ぐらいと聞きました

このような通学費の重い負担、格差が生じてい

ることについて、どのように考えていますか。改

めてお尋ねします。

第３点目の質問は、信号機の廃止、移動につい

てです。あることで話を聞くために伺った中で、

このことを知りました。川内地区に現在２つの信

号機がありますが、２つともなくなりそうだとい

う話です。むつ警察署の交通安全課に聞きに行っ

たところ、むつ管内、むつ市と東通村が入ってい

るそうですが、15カ所ぐらいの信号機廃止の計画

案があり、廃止の候補について、撤去は可能なの

か、付近の人はどのように考えているのか、今調

査中とのことでした。そして、学校の統廃合、人

口減を踏まえ、必要性のなくなったところが出て

きているため、本当に必要なところに設置すると

いうことで、横断歩道、標識、一時停止場所も含

めて、全県的に見直しをしているとの話でした。

このような動きをどのように認識していますか。

第４点目の質問として、歴史・文化遺産につい

て質問いたします。１つ目として、安部城鉱山跡

地「鉱山の森」について質問します。今はシンボ

ルのれんがづくりの煙突と、煙を通す煙道がある

だけですが、明治から大正時代にかけて日本有数

。 、の鉱山として栄えたのが安部城鉱山です 現在は

12世帯の小さな集落ですが、当時ここに3,500人

ほどの住民が住み、映画館２つ、病院、商店街等

もあった地域でした。資源枯渇、塩害発生で周り

の森が枯れ、大正14年に閉山となりました。当初

は、川内川にサケも遡上せず、復活したのが昭和

25年ごろと言われていますので、川内川がもとに

戻るまで26年ぐらいもかかったということです。

、 、 、繁栄と衰退の歴史 光と影の歴史を持つ遺産 森

川、海のサイクルを学べる場として大事な近代遺

産です。

平成16年に川内町と下北森林管理署で煙突まで

の遊歩道整備など環境を整え、平成20年度に「鉱

山の森 、愛称「遊々の森」としてオープンしま」

した。ジオパーク指定でツアー客や生徒の課外授

業でまた注目が集まり、訪れる人がふえているよ

うです。そこで、安部城鉱山跡地で実施している

「鉱山の森」事業について、下北森林管理署とむ

つ市との関係性及び事業の内容についてお尋ねし

ます。

次に、煙突を間近に見れる頂上までの登山道の

環境整備、草刈り等を実施していただきたいとい

うことです。

次に、歴史・文化遺産についての２つ目は、恐

山菩提寺参道に並んでいる常夜灯群についてで

す。たまたま石川県金沢市にある銭屋五兵衛記念

館に行く機会があり、感激して帰ってきました。

銭屋五兵衛とは、江戸後期から明治中期にかけて

の海運の歴史、北前船の歴史の中では加賀国、今

の石川県ですが、その豪商として高田屋嘉兵衛等

と並んでよく知られております。田名部にも支店

を持ち、山本家と取引があり、古文書にも残って

います。有名な銭屋事件については、川内検断所

の古文書にも残っているように、下北と縁の深い

人物です。

記念館の１コーナーに下北半島の地図が掲げら

れ、恐山菩提寺に銭屋五兵衛の息子である喜太郎

が常夜灯３灯を寄贈したという説明文とともに、

その常夜灯の写真が紹介されていました。私は、

驚き、感激し、許可をもらって写真を写してきま

した。そして、先日恐山菩提寺に確かめに行って

きましたが、40余りの常夜灯が参道に並んでいる

、 、のですが 手に入れた古い資料ではよくわからず

ちょうど通りかかった住職さんに聞いたところ、

親切にその目的の常夜灯の前まで案内していただ
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きました。

寄進したという３灯のうち１灯しかわかりませ

んでした。お守りを販売している店の方とも話が

でき、４年ぐらい前に金沢から集団で来て、銭屋

五兵衛の息子、喜太郎の寄進したものだというそ

の常夜灯の写真を写していったよという話も聞き

ました。その常夜灯の下の部分に「銭屋喜太郎」

と石に刻まれた文字は何とか読めました。ほかの

常夜灯でも 「松前 「函館 「輪島 、船の名、 」、 」、 」

前であろう「豊栄丸 「海上安全」等、幾つか」、

、 、私にも読めましたが ほんの一部しか確認できず

残念でした。

資料によると、江戸時代の終わりごろ、常夜灯

は48灯あったそうで、蝦夷地、大阪、瀬戸内地域

と日本各地の船主等から寄進されたということで

す。動力のない時代に海難事故もたくさんあった

であろう時代に、風の方向、海流等を読み取りな

がら船の帆を自在に操り、命がけで航海した人た

ちが航海の安全を願い、この恐山菩提寺に寄進し

た四十数灯のこの常夜灯群、傘の部分が欠けてい

るものもあります。壊れてしまったものもあると

住職さんから聞きました。

むつ下北の歴史・文化遺産として後世に大事に

伝えていくべきではとの思いが増しています。文

化財として指定していただきたいという質問で

す。

以上で壇上からの私の質問を終わります。前向

きの答弁をお願いいたしまして、終わります。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 工藤議員のご質問にお答え

いたします。

子育て支援についてのご質問及び県立高校再編

についてのご質問につきましては、それぞれ担当

部長からの答弁といたします。

次に、交通問題についてのご質問の信号機の廃

止、移動についてお答えいたします。信号機の見

直しについては、交通管理者より、当市を含め県

内全域について信号機の設置状況について調査を

行うとの情報提供を受けております。

次に、歴史・文化遺産についてのご質問の１点

目、安部城鉱山跡地の「鉱山の森」につきまして

は、担当部長からの答弁といたします。

次に、ご質問の２点目の恐山菩提寺参道の常夜

灯群につきましては、教育委員会からの答弁とな

ります。

〇議長（浅利竹二郎） 教育長。

（遠島 進教育長登壇）

〇教育長（遠島 進） 工藤議員の歴史・文化遺産

についてのご質問の２点目、恐山菩提寺参道の常

夜灯群についてお答えします。

我が国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、長き

、 、にわたり受け継がれてきた文化財の中で 歴史上

芸術上価値の高いもの、または学術上、貴重な文

化財について、保存活用を図るため、国は文化財

保護法に基づき重要文化財として指定しておりま

す。恐山の参道に並んでいる常夜灯は、海運にゆ

かりのある商人から寄進されたものと言われてお

り、この地が下北ジオパークのテーマである「海

と生きる「まさかり」の大地」であることを感じ

させてくれるものであります。

教育委員会は、市内に残されている文化財のう

ち重要なものを保存、活用するため、むつ市文化

財保護条例に基づき、文化財保護審議会に諮り、

意見を聞いたうえで、市文化財として指定してお

ります。市文化財については、その現状を変更す

る際に、教育委員会の承認を受けなければならな

いなどの制限があるため、指定に当たっては、あ

らかじめ所有者の同意を得ることとなっておりま

すことから、慎重な対応が必要と考えております

ので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 民生部長。
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〇民生部長（中里 敬） 工藤議員の子育て支援に

ついてのご質問の１点目、子ども医療費助成にか

かわる厚生労働省通達についてどのように受けと

めたのかについてお答えいたします。

まず初めに、この通知についてご説明いたしま

す。昨年12月22日付で厚生労働省保険局国民健康

保険課長から、日本一億総活躍プランに基づく子

ども医療費助成に係る国保の減額調整措置に関す

る検討結果について、県を通じて通知されており

ます。この通知は、地方自治体が独自に行う子ど

も医療費助成に係る国民健康保険の減額調整措置

について、昨年６月に閣議決定された日本一億総

活躍プランにおいて、子どもの医療費制度のあり

方等に関する検討会の取りまとめを踏まえ、見直

しを含めて検討することとされ、これに基づき、

厚生労働省で策定した見直し案を提示したもので

あり、今後関係省令等の一部を改正し、正式に通

知する予定であることを周知したものでありま

す。

通知の内容は、地方自治体の少子化対策の取り

組みを支援する観点から、平成30年度より未就学

児までを対象とする医療費助成に対しては、国民

健康保険の減額調整を行わないこととし、またあ

わせて見直しにより生じた財源については、さら

なる医療費助成の拡大ではなく、他の少子化対策

の拡充に充てることを求めるものであります。

市といたしましては、今後示される省令改正と

正式な通知の内容に沿って事務を進めてまいりた

いと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

〇議長（浅利竹二郎） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（瀬川英之） 子育て支援について

の２点目、小・中学生の通院費を無料にすべきと

のご質問にお答えをいたします。

工藤議員には、むつ市議会第226回定例会にお

いて同様の趣旨のご質問をいただいているところ

であります。市といたしましては、子どもの医療

費助成は子育て支援の一つの大きな柱であるとの

認識から、徐々に充実を図ってきた経緯がござい

ます。

現在所得制限を設けつつも未就学児童までは通

院費、入院費とも無料としているところであり、

小・中学生については入院のみ無料としていると

ころでありますが、さらなる充実を望む声が寄せ

られていることは承知をいたしております。

また、このほど策定いたしましたむつ市総合経

営計画の基本方針 「暮らしの向上」の中での主、

要計画として、乳幼児等医療給付事業などで育児

負担の軽減を図る旨位置づけ、充実を目指してい

るところであります。そのことを踏まえつつも、

この制度は性格上安定的で継続的な財源が必要と

なるものでありますことから、将来にわたっての

市の財政状況を慎重に見きわめ、検討をする必要

があると考えておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 企画部長。

〇企画部長（村田 尚） それでは、県立高校再編

についてのご質問にお答えいたします。

まず、ご質問の１点目、地区懇談会での意見と

して、旧むつ地区の高校までの通学費の大きな負

担が生じる意見についてどう考えるかについてお

答えいたします。

大湊高校川内校舎への平成26年度から平成28年

度までの入学者の状況を見ますと、93名の入学者

のうち、川内中学校、脇野沢中学校からの入学者

は28名で、割合でいいますと約30％となっており

ます。また、平成28年度の川内中学校、脇野沢中

学校の卒業生の進路状況を見ますと、合計33名の

卒業者のうち、大湊高校川内校舎への進学者は５

名となっており、割合では約15％となっておりま

す。

川内中学校と脇野沢中学校の卒業生の進路状況
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を見ますと、現状で既にむつ市内の高校に通学し

ている生徒が大半でありますことから、先月開催

されました地区懇談会では、むつ市の意見といた

しまして、通学費の負担軽減策について、県とし

てしっかりと対応していただきたい旨要望してお

るところでございます。また、パブリックコメン

トにおきましても、同様に通学費の軽減策につい

て要望しているところでございます。

また、地域的、経済的な理由によりまして、高

校進学を断念するという事態を生じることはあっ

てはなりませんので、現在県教育委員会に対する

要請活動も視野に入れまして、準備しているとこ

ろでございますので、今後ともご理解のほどよろ

しくお願いいたします。

〇議長（浅利竹二郎） 経済部長。

〇経済部長（三上達規） 歴史文化遺産についての

ご質問の１点目、安部城跡地「鉱山の森」につい

てお答えいたします。

安部城鉱山は、大正元年から本格的に銀、銅、

亜鉛などを採掘した日本を代表する鉱山で、最盛

期には安部城地区の人口は3,200人を超えるまで

になり、当時の川内村が県内４番目に町制を施行

した要因の一つになったと伺っております。

一方で、鉱山が稼働していた当時は周囲の森が

破壊され、塩害が深刻化するという負の歴史も抱

えておりますが、その後の地域住民の皆様の活動

により、現在では緑豊かな森林を回復するまでに

至っております。

こうした貴重な歴史を持つ安部城鉱山跡地を、

次代を担う子供たちや地域住民の皆様に、歴史遺

産、産業遺産として伝え残していくことは大変重

要なことであると考えており、昨年認定を受けま

した下北ジオパークの中でも川内ジオサイトを構

成する安部城鉱山跡地は、自然破壊と環境再生の

歴史を感じることができる特別なサイトであると

認識しております。

そのような安部城鉱山跡地の環境整備は、平成

16年に当時の川内町と下北森林管理署が「遊々の

森」における体験活動に関する協定を締結し、安

部城鉱山跡地一帯の国有林を「鉱山の森」とした

ことから始まっております。

「鉱山の森」事業では、安部城鉱山跡地での森

林体験や植物の生態学習などを通じて、子供たち

に森林の果たす役割の重要性や環境保全に理解を

深める取り組みを実施してきたほか、この取り組

みを通じて、安部城鉱山の歴史についても理解を

深めることができると考え、歩道の整備や案内板

の設置、草刈りや枝払いなど必要な環境整備を行

ってきたところです。

今後は、ジオパークのＰＲ活動の展開やジオパ

ークを体験することができるツアーの開催などに

より、安部城鉱山跡地を訪れる観光客が増加する

ことも見込まれることから 「鉱山の森」の適切、

な管理に一層努めてまいりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） それでは、順番に再質問させ

ていただきます。

これから通達についての正式な文書が来るとい

うことでしたけれども、本当に全国の子育て支援

を求める声の中で、そして全国知事会等の運動、

声の高まりの中で、このペナルティーがなくなっ

たということは本当に大きな前進だと思っていま

す。しかし、この見直しの中にある文書は、本当

に問題だと思っています 「見直しにより生じた。

財源については、各自治体において、更なる医療

費助成の拡大ではなく他の少子化対策の拡充に充

てることを求めるものとする 、この文書につい」

、 、ては 私は地方自治という原則的な問題について

本当に問題があるのではないかと思っておりま

す。

地方自治とは、一人一人の人間を大事に、そし
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て民主主義を実現するという住民自治とともに団

体自治ということで、国から独立して、そしてそ

の地域住民のさまざまな立場に立って施策を行う

という地方自治のこの原点に立ちますと、この文

書は問題ではないかなと思っております。このこ

とについて、１つだけまず最初に答弁をお願いし

ます。

〇議長（浅利竹二郎） 民生部長。

〇民生部長（中里 敬） お答えいたします。

国の通達の文書の中で 「見直しにより生じた、

財源については、更なる医療費助成の拡大ではな

く他の少子化対策の拡充に充てることを求めるも

のとする」ということについて、工藤議員、お考

えが違うのではないかと、地方自治とは違うので

はないかというふうなご質問だと思いますが、私

ども国保の運営をするに当たりまして、国等から

多大な経費の負担、支援を受けて運営をしておる

ところであります。また、この文書につきまして

は、これを強制するというものではなくて、あく

まで国側のご意見というように伺って考えており

ますので、正式な通知等が来てから、これに沿っ

た形で進めてまいりたいというように考えており

ます。

以上です。

〇議長（浅利竹二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 少額ですけれども、このペナ

ルティーがなくなったという、このことを受けて

子育て支援に使う、そのような受けとめ方でよろ

しいのでしょうか。具体的には、まだ何に使うか

ということはわからないけれども、子育て支援に

使っていく、このような受けとめ方でよろしいの

でしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（瀬川英之） お答えいたします。

厚生労働省のほうから少子化対策の拡充に充て

ることということで求められておりますが、現段

階では具体的な方向性というのはまだ示されてお

りませんので、今後正式な通知が参りましたら、

その内容に沿って総合的に検討してまいりたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解賜りたい

と存じます。

〇議長（浅利竹二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 正式な文書が来てから具体的

に考えるということでした。

私が中学生の通院も無料にすべきということで

今回取り上げましたのは、一昨年の12月議会で市

内の小・中学校での歯科検診において、医療が必

要であると判断された児童・生徒のうち、治療し

ていない児童・生徒が62％という報告を受けまし

た。虫歯等は、命の危険がないと後回しにされが

ちです。いろんな原因があるとしながらも、子供

の医療費助成との関係で、経済的な理由で治療中

断との関係で指摘する見方もあります。

平成27年度のむつ市の実績報告書を見ると、入

院のみの医療費給付事業で行っている小・中学生

の対象件数は33件です。つまり入院が少なかった

ということになると思うのですが、この入院が少

ないというのはいいことですけれども、もっとも

っと多くの人たちの支援へと対象を広げていくた

めには、中学生の通院に対する支援も本当に必要

ではないかなと思って、私はこのように提案いた

しました。

そして、もう一つ認識としてお聞きしたいので

、 、すが 医療費助成で医療費がかさむという考え方

国がこのような考え方を持っていますけれども、

どのように認識しておりますでしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 民生部長。

〇民生部長（中里 敬） 医療費助成で医療費がか

さむという考え方にどのような認識を持っている

かということについてでありますが、直接なお答

えになるかどうかはわかりませんが、要は窓口に

おける一部負担金、これのお話で考えますと、こ
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れは乱受診を防止して保険財政に対する負担を軽

減するためには療養の給付に要する費用の一部、

これを受給者に負担させる制度ということから、

療養の給付を受ける被保険者と健康な被保険者と

の間の公平性を守るという見地からも必要だとい

うことが、この一部負担金をめぐる裁判の判例等

で言われていることであります。

〇議長（浅利竹二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 国の考え方は、コンビニ受診

がふえるということで、今まで本当に踏み出して

こなかったという事情を聞いています。しかし、

現実を考えると、子供が病気になったときに職場

を休んで、そして連れていくということは、本当

に大変なことです。うちの娘の場合を見ても、ど

ちらが休暇をとって連れていくか、コンビニ受診

とか、そういうふうなことはもう想定外のことだ

と思います。各地域でも、本当に重症化する、我

慢して子供を病院に連れていかないで重症化し

て、そして医療費がふえたという、このような調

査記録もあります。

私は、ここで問題にしたいのは、確かにペナル

ティーはなくなりました。なくなりましたけれど

も、厳しく問われるのは、本当に国の姿勢だと思

います。せめて国は、小学校就学前までの医療費

の無料化を全国一律の仕組みとして創設すべきで

はないか、これが本当に地方創生を真剣に進める

、 、のであれば 本気で少子化対策をやるのであれば

私は……

〇議長（浅利竹二郎） 工藤議員、国に要望するこ

とは、この場でやることではありませんので、戻

ってこの一般質問の通告に沿った質問をしてくだ

さい。

〇４番（工藤祥子） わかりました。ともかく、国

の少子化対策への姿勢をまず私は指摘して、次に

移りたいと思います。

次は、県立高校再編の計画案についてです。川

内の説明会では、30万円という負担が重いという

意見が何人からも出されました。そして、大間高

校が地域校として残ったのは、大間高校が「募集

停止等により高校への通学が困難な地域が生じる

こととなる高校については、地域における通学状

況を考慮した上で地域校として配置する 、この」

ような文書があります。そして、地域校の条件と

しては、公共交通機関の状況ですけれども、路線

バス、路線の整備状況として、通学可能な公共交

通機関が存在するのか、早朝おおむね午前６時以

前に乗車しなければならないのか、利用時間、片

道の乗車時間がおおむね１時間を超えるのか、こ

のようなことを見ますと、川内地区の中心地、脇

野沢地区の中心地はさておいて、そこから山のほ

うのコース、湯野川から通っている方、または寄

浪とか源藤城から通っている方、この方の条件を

見ますと、地域校の条件と抵触する部分があると

思うのです。金額もそうですが、本当に交通にか

かる時間、子供の身体的な負担を考えると、私は

本当に放置していけないような問題があるのでは

ないかと考えています。

そして、むつ市のほうでも、確かに通学支援に

ついては要望を出している、このような先ほどの

報告でした。このような大規模な高校の集約をや

るのであれば、県が責任を持って通学支援につい

て考えるべきだ。これは、むつ市の皆さんと共有

する考え方だとは思います。しかし、懇談会での

県の答弁は、公平性に欠けるから県としては支援

できない、市町村と連携をしてという、このよう

な市町村に問題を投げかけるような形で答弁して

います。このような答弁についてどのように考え

るのか。そして、市として具体的にどのような支

援を考えているのかということもお聞きしたいと

思います。

〇議長（浅利竹二郎） 企画部長。

〇企画部長（村田 尚） お答えいたします。
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高等学校教育における課題への対応ということ

につきましては、議員おっしゃいますとおり、ま

ずもって県が果たすべき役割であるというふうに

私どもも認識しているところでございます。

先ほど具体的なお話の出ました九艘泊地区等の

現状につきましては、現在廃止路線代替バスとい

たしまして運行されている便もございます。これ

は、地域の需要ニーズをもとに運行がされている

というような経緯もございますので、仮に川内校

舎が廃校となった場合には、今その通学について

の需要が多くなるようであれば、またそれに合わ

せたダイヤの変更等で対応していくのかなという

ようなことで現在考えております。

以上でございます。

〇議長（浅利竹二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 脇野沢地区の高校行きのスク

ールバスが運休ということも話を聞いています

が、本当に高校に進学したいという子供たちの教

育を受ける権利をしっかり守っていく、このよう

な立場でむつ市としても県に要望することはもち

ろん、むつ市としても配慮をしていただきたいと

思います。

初日の質問の中で、下北地域公共交通網形成計

画の今年度中の実施ということも出されました

が、この中でも高校生も含めたスクールバス等も

考えているのでしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 企画部長。

〇企画部長（村田 尚） お答えいたします。

今ご提案のありました計画の策定につきまして

、 。は 今後検討を進めていく段階になっております

当然通学通勤、それから通院等の足の確保という

ようなことを考慮しながら、計画のほうは策定す

るというふうに考えておりますので、そのような

ことも含まれるというふうに理解しております。

〇議長（浅利竹二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 私も住んでいる集落ですけれ

ども、スクールバスで今中学校に通っている子供

がいますが、ほかの要因もあると思いますが、も

う集落から出て川内地区の中心地に家を借りると

いうことで、来月引っ越しすると聞いています。

このように子育て世帯の方々が周辺から出ていく

という現象、これはもっともっとふえていくので

はないかと思います。

義務教育99％の進学率というのを県のほうで言

、 、っていましたけれども 99％の進学率というのは

各地域に高校があったからこそで、この高校が集

約される中で、本当に子供たち、特に周辺部の子

供たち、経済的な負担が重くなったり、地域格差

が生じたり、このような問題がこれからも出てく

るのではないかと思います。それから、地域の疲

弊がますます加速して進んでいく一つの要因にな

るのではないか、このように考えています。

昔に返ったのだという言葉も聞きました。来年

で川内校舎は独立してから40年を迎えます。その

前は、経済力のある家庭の子しか入学できなかっ

た、その時代に返るのだという、そのようなつぶ

やきをちょっと聞きまして、本当にもっともっと

社会的に、子供たちの進学する、そのような状況

を整えていく、このことを真剣に考えなければい

けないと思います。

教育の機会均等、これがもう空洞化するのでは

、 。ないか このような危険さえ私は感じております

放置できない、確かになかなかいい答弁は返って

こないということも予測していましたけれども、

川内校舎がなくなる前に、どうしても残しておき

たい、これが後世に生きるのではないかという期

待を込めて、まずこの質問をいたしました。

３番目の交通問題についてです。県内でこのよ

うな調査が広がっているということですが、むつ

市と東通村の中で15ぐらいの信号機がなくなると

いうふうなことで候補地が上がって、それを絞り

込むのが８月ごろ、このようなことを私警察から
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伺ってきました。もう絞り込んで、そして決定す

れば、それを撤回するのが本当に難しいというこ

とは過去の経験でいろいろ私感じています。その

中で、川内地区の動きは本当に早いもので、私の

ところに川内地域地区会連絡協議会と、それから

交通安全母の会、この２つが主催をして、川内地

区に設置する信号機の撤去案にかかわる説明会の

開催、この案内が来ていました 「川内地区に設。

置されている２カ所の信号機が撤去されるという

お話がありました。つきましては、撤去に係る計

画について、むつ警察署より説明いただけること

になりましたので、ご参照くださいますよう案内

します 、このような内容で、案内が来ました。」

むつ市としては、この計画についてどのような立

場で臨むのでしょうか、この認識を伺いたいと思

います。

〇議長（浅利竹二郎） 民生部長。

〇民生部長（中里 敬） 今回信号機の見直しがこ

の地域で行われているということについては、ま

たは全県的に行われることについては情報をいた

だいております。ただし、信号機の設置について

は、交通管理者である警察の専管事項であります

ので、その是非について論ずることは適切でない

と考えております。

しかしながら、市といたしましては、信号機と

交差点の安全確保について、地域の方々と十分協

議されるよう交通管理者にお願いしておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 県の専管事項だからというこ

とですよね。基本的には、そうだと思います。し

かし、わからないうちに信号機の撤去になった例

もあるという過去の話も聞きました。そういうこ

とで、私この信号機設置の指針、これをちょっと

見てみますと、留意事項として「信号機の設置又

は撤去の検討に当たっては、地域住民及び道路利

用者の意見に十分配意するものとする 、このよ」

うな一文がありますので、このことで皆さんの意

見を聞いて進めていただきたい、このように本当

に強く主張したいと思います。

そして、もし各地域でこの信号機を撤去すれば

交通安全上危険だという、そのような多くの住民

の声があった場合、むつ市はどのような立場で臨

むのでしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 民生部長。

〇民生部長（中里 敬） 先ほどご説明いたしまし

たが、地域の声を聞きながら進めていただきたい

ということについては、市からも申し上げており

ますし、また現在進めている警察署のほうでも、

そのような形で丁寧に進めるために川内地区にお

いての説明会が予定されているというふうに認識

しております。

また、信号機の廃止等が交通事故の発生につな

がるのではないかというようなご心配を持ってい

、 、るようでありますが 信号機の設置等については

交通管理者である警察が専門的な見識から安全関

係を考慮し、判断するものでありまして、このこ

とによって交通事故の発生につながるというよう

には認識しておりません。

以上です。

〇議長（浅利竹二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） もし説明会を受けまして、本

当にここは残してほしいという住民の声があった

ならば、市は住民の声を聞いてほしいということ

で要請する、そのように受けとめてよろしいです

ね。

はい、受けとめます。

〇議長（浅利竹二郎） 質問ですか、要望ですか。

〇４番（工藤祥子） 私は受けとめました。それで

よろしいですね。

〇議長（浅利竹二郎） 民生部長。

〇民生部長（中里 敬） 改めて申し上げます。
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県の専管事項でありますので、市としてはこの

場で論ずることは適切でないと考えております。

以上です。

〇議長（浅利竹二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） ちょっとニュアンスが違いま

すね。私が大湊駅の交通事故の問題を取り上げた

ときも同じようなちょっと冷たいと感じる答弁が

返ってきましたけれども、今も住民の方に寄り添

った市の温かい気持ちがちょっと感じられないの

ですよね。住民の方が本当に撤去してほしくない

という、そのような声があった場合でも、市とは

関係ないということで受け取っていいのですか。

（ 変な質問するなよ、そんなの「

なるのか、質問に」「予算に賛

成すればつくよ。市の予算に

反対してるんじゃない」の声

あり）

〇議長（浅利竹二郎） 工藤祥子議員。

（ 予算に賛成すれば……」「だめ「

だよ、そういう質問していれ

ば」の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） 工藤祥子議員。

〇４番（工藤祥子） はい、いいです。わかりまし

た。ちょっと本当に冷たいなという、そういう受

けとめいたします。

〇議長（浅利竹二郎） 先ほどから答弁があります

ように、信号機については警察の、県の所掌にな

っていますので、細部についてはむつ市議会のこ

の場で答弁できないこともありますので、そこら

辺を考慮して質問してください。

〇４番（工藤祥子） はい、わかりました。それで

は、住民の声を聞いて、きちんとその住民の立場

に、姿勢に寄り添って要望していただきたいとい

うことをまず主張しまして、次に移ります。

〇議長（浅利竹二郎） 工藤祥子議員、約束の時間

もそろそろ迫っておりますので、質問をまとめて

ください。

〇４番（工藤祥子） それでは、歴史・文化遺産に

ついてですが、それでも前向きの答弁、いろいろ

いただいたと思っています。

私安部城鉱山については、私も状況を見たいと

思って行ってきましたけれども、草が伸びて、そ

して入り口の案内板も本当に粗末なものでした。

ここには、去年もおととしも田名部中学校の生徒

が現地での郷土の歴史を学ぶということで、地域

の郷土史家と一緒に１キロ先の煙突まで行って、

さまざま勉強しているということも聞きました。

そして、ことしの８月30日に、また田名部中学校

の子供たちが１キロ登山道を登って、煙突のとこ

ろまで歩いていくということですが、私が見たと

ころ、８月30日までには相当な草が伸びるだろう

ということが予想されます。でも、草刈り等でも

対処するという意見でしたので、期待したいと思

います。

そして、さらに草刈りだけではなく、１キロと

いう短い距離で登山道をつくったものですから、

本当に急なのです。手すり等もつけていただきた

いということも要望したいと思います。どうでし

ょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 経済部長。

〇経済部長（三上達規） お答えします。

先ほどもご答弁させていただきましたが、平成

16年に下北森林管理署と協定を締結してから、歩

道の設置ですとか、それから草刈り、枝払い等の

環境整備を行ってきております。その歩道の部分

につきましては、手すりもついておりますが、協

定締結の中においては、簡易工作物等簡易なもの

であって、土地の形質変更は軽微なものに限ると

いうことで、その施設整備につきましても、限定

されている状況でございます。

そうした中で、老朽化している部分につきまし

ては、歩道ですとか、そういう手すりについても
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補修して対応してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 工藤祥子議員、これで最後

の質問になります。まとめてください。

〇４番（工藤祥子） はい。時間が来ました。文化

財等についても、所有者の方々との話し合いで、

ということで期待しております。

下北の北前船文化の遺産は、それと関係するも

のが山本家の文書だとか、絵馬だとか、俳諧額だ

とか、常念寺にあります仏像だとか、さまざまな

ものが文化財として残っていますので、それと関

係するこの常夜灯群も同じ流れで何とか文化財の

指定を受けていただきたいなということを期待し

て終わりたいと思います。

（ 議長、議事進行」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 20番村中徹也議員。

〇20番（村中徹也） 工藤祥子議員の一般質問が終

わりましたので、工藤祥子議員の一般質問の中の

発言について、許しがたい発言、行為がありまし

たので、その部分について議事進行をかけます。

その発言の部分ですが、前段部分であります。

一般質問に入る前段部分においてでありますが、

、 、一言で言うなれば ほかの議員の一般質問の発言

そして理事者との議論に対して自らの一般質問で

仕返しをしようとするような行為は、断じて許す

ことができません。

私たちの一般質問は、我々議員に１時間与えら

れた時間の中で、私も議長をしておりましたが、

その前段部分というものは、長い歴史の中で認め

られてきたのです。ですから、国のこと、もしく

は思想信条にかかわること、全てを容認してまい

りました。しかし、工藤祥子議員の発言は、ほか

の議員の一般質問に対して禁止されている賛否を

含めた誹謗中傷が含まれております。

そもそも一般質問の議題やその項目は、その議

員個人が研究、調査したものであって、それは議

員個人の権利を有するものと解釈されているので

す。他の議員がそれに対し意見を述べること、ま

たはそれからヒントを得ること、または横取りす

るようなことは、ひきょうな行為として地方自治

法の解釈として一般論として禁じられておりま

す。

まして工藤祥子さんの発言は 「訴訟 「裁判」、 」

とかいう言葉が出たようであります、後に速記を

起こしますが。皆さん、聞いてください。議場内

の議員の発言、そして市長を初めそちらにいる理

事者の発言は、この建物の中の自立権という目に

見えない法律で守られているのです。何人にも発

言は影響されないのです。しかし、我々の発言は

権力を有しておりますので、その個人個人が慎重

にならなければいけない。よって、裁判は起こさ

れないという規定がありますが、時として裁判を

起こす人がおるのです。しかし、全てが却下、棄

却、敗訴になっております。

今回「訴訟 「裁判」とかいう、そういう言葉」

をにじませて圧力、威嚇、強迫めいたことは断じ

て許しがたい行為であります。ましてや、きのう

の一般質問で議論され、いまだかつてアクション

が起きていない現状で、自らを不利益がこうむり

そうだから、そういう推測のもとに防御戦を張る

なんてとんでもない行為。議員だから何を言って

もいいということにはならない。もう少し議会の

ルール、議場のルールを守っていただいて、それ

、 。が守れないのであれば その職を自ら解くべきだ

よって、私としては、他の議員の議論がされた

ものを自らが不利益をこうむりそうだという理由

で、裁判を口に出して議場内を威嚇するなどとん

でもない。

よって、工藤祥子議員に対しては、議会に対し

ての謝罪、そして発言の議事録からの削除、この

両方を求める議事進行を提出したいと思います。

議長におかれましては、議会運営委員会を開く
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なり、善処を求めるものであります。

以上。

（ ） 、〇議長 浅利竹二郎 ただいま村中徹也議員より

工藤祥子議員の一般質問の発言中に不適切、不穏

当な表現があるとの議事進行がありました。

議長において、後日速記及びテープを起こし、

精査のうえ議会運営委員会とも協議し措置するこ

とにしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。

（ 議長、反論があるかないか確「

かめないと。反論があるか、

今の動議、議事進行に……」

の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） いやいや。

（ それ１人ではだめなの」の声「

あり）

（ ） 。〇議長 浅利竹二郎 これにご異議ありませんか

（ だから、そのとおりだ」の声「

あり）

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。

（ 今議運開いて今やれよ。私は「

今求めている。今議運やって、

やれよ、今。議運を求めるよ。

だめだ、許しがたいよ。裁判

なんて言葉、訴訟の言葉出し

たんだからね」の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） 静粛に。

これは、議長の職権で、後日議会が終わった後

にやりますから、後日やります。

（ 後日はだめだ」の声あり）「

（ ） 。〇議長 浅利竹二郎 これにご異議ありませんか

（ だめだ 「今やるの 「今見逃「 」 」

したら、誰も発言できなくな

るぞ、訴えられて。強迫だ、

強迫、さっきの発言は」の声

あり）

〇議長（浅利竹二郎） 手を挙げてから発言してく

ださい。

７番川下八十美議員。

〇７番（川下八十美） 村中議員の議事進行に対し

て、議会に対する謝罪、議事録からの削除が議事

進行として出ているわけですから、議長は議会閉

会後とか、今の議事進行は今賛同を得て取り上げ

られているわけですから、議会運営委員会を開い

て、そして議会運営委員会の中で議事録を精査し

て、そういうふうに書くとするかどうかという結

論を得たうえで議長の、議長職権ということもわ

かりますけれども、議会運営委員会があるわけで

すから、議事録を精査して進めていただきたいと

思います。

（ ） 、 「 」〇議長 浅利竹二郎 それでは 先ほどの 後日

という発言を訂正しまして、ただちに委員会を招

集しますので、まず工藤祥子議員の一般質問は、

これで終わります。

ただいまの工藤祥子議員の発言について、ただ

ちに議会運営委員会を招集しますので、委員長、

よろしくお願いします。

暫時休憩します。

午後 ２時０６分 休憩

午後 ３時２０分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

（ 議長、議事進行」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 本日の会議は、議事の都合

により……

（ 議長、議事進行」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ７番。

〇７番（川下八十美） 議長、今議長は 「休憩前、

に引き続き会議を開きます」と、こういう口述な

のだよ。だけれども、議長も前段の休憩する前、

休憩というよりも、一旦「工藤祥子議員の一般質



- 139 -

問を閉じます」と言っているのです、発言は。私

は、ここのところにも疑義があって、議事進行を

かけようと思っていました。たまたま工藤祥子議

員がこの発言席に座っていますから、その分は私

は了承します。自席に一旦戻して、議席で今の議

運の決定を承らせるということになれば、ますま

す議事進行を出さざるを得ません。

議長は 「休憩します」と宣言しないで「工藤、

祥子議員の一般質問を終わります」と宣言してい

るのですよ、議事録は。私の記憶は、ほかの議員

もそうだと思いますけれども 「休憩前に引き続、

き会議を開きます」ではないでしょう。一旦工藤

祥子議員の一般質問を閉じてしまっているなら

ば、村中議員の、いいですか、議事進行は正式に

賛同者を得て動議が成立しているのですよ。それ

は、工藤祥子議員が再質問の発言が終わった時点

で村中議員が議事進行を出している。終わってい

、 。 、ないのですよ 一般質問全てのあれは ところが

議長は、議運の招集をしてから議長職権でやろう

、 、としたけれども 私は議運を開いてやるべきだと

あなたはそれを了として議運を招集して、そのう

えで工藤祥子議員の質問を終わりにして議席に戻

したのです、経緯は。間違いないですよ。となれ

ば、一旦休憩ではないですよ、議長の発言を「工

藤祥子議員の一般質問を閉じます」というところ

を解いて、そして議運の結果を今言うように報告

させるべきです。議長の口述の議事進行を提出し

ます。

〇議長（浅利竹二郎） 繰り返します。

確認しますけれども 「休憩前に引き続き会議、

を開きます」ということ自体が今のこの議事進行

の中身の中では適切ではないと。そうしますと、

、「 」戻って 工藤祥子議員の一般質問を終わります

ということを１回、それをやめて、そのまま継続

しているということでいいですか。

（ 議長、議長 「暫時休憩して」「 」

「休憩したほうがいい」の声あ

り）

〇議長（浅利竹二郎） 暫時休憩します。

午後 ３時２３分 休憩

午後 ３時３０分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎会議時間の延長

〇議長（浅利竹二郎） 本日の会議は、議事の都合

により、あらかじめこれを延長いたします。

◎発言の取り消し

〇議長（浅利竹二郎） このたびの村中徹也議員の

議事進行について、議会運営委員会における審議

の内容をお知らせします。

先ほどの工藤祥子議員の一般質問における発言

内容については、前日の他の議員の一般質問の内

容に明白に触れている箇所があったこと及び議会

での発言に関して、今後裁判に発展することをほ

のめかす箇所があったことを認めました。

以上のことから、協議した結果、工藤祥子議員

から当該箇所の発言について、議長により適切な

処理を求める発言を求めることになりました。

議長においては、当該箇所の削除をすることと

し、議員各位に発言の取り消しについて、この後

お諮りしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。

（ 異議なし」の声あり）「

（不規則発言あり）

〇議長（浅利竹二郎） 工藤祥子議員の発言を許可

します。

〇４番（工藤祥子） ４番工藤祥子です。
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、 、議長には 発言の機会を与えていただきまして

ありがとうございます。

私は、先ほどの一般質問の中で、不適切な発言

をしてしまいました。議長におかれましては、善

処してくださいますようお取り計らいをよろしく

お願いいたします。大変申しわけありませんでし

た。

〇議長（浅利竹二郎） 工藤祥子議員から、ただい

ま発言の取り消しの申し入れがありましたけれど

も、これでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。

どうぞ戻ってください。

◎石田勝弘議員

〇議長（浅利竹二郎） 次は、石田勝弘議員の登壇

を求めます。８番石田勝弘議員。

（８番 石田勝弘議員登壇）

〇８番（石田勝弘） 市誠クラブの石田勝弘であり

ます。むつ市議会第232回定例会に当たり一般質

問を行います。

質問は、ふるさと納税について、桜の花不足に

ついて及び下水道事業についての３項目11点であ

ります。

今回で、通算63回目の質問通告となりますが、

毎回のように感じるのは、私たちむつ市にどんよ

りと横たわっている財政難という問題でありま

す。地方の大部分の市町村には、以前から３割自

治という言葉がありますが、むつ市はそれ以下の

状態が続いております。そういう中にあっても、

市民の生活の安定、福祉の充実など、諸課題に真

摯に向き合い、日々の業務に取り組んでおられる

担当職員に対しては、改めて敬意を示すものであ

ります。

さて、質問の初めは、ふるさと納税についてで

あります。ふるさと納税は、都市部に集中する税

収の隔たりを是正し、地域活性化に貢献する施策

として2008年に国が整備したものであり、応援し

たい自治体に寄附すると、住民税や所得税が軽く

なる制度であり、年収などで決まる上限以下なら

ば、2,000円を超える部分の全額が控除の対象と

なるものであります。

寄附に対して地方自治体は、その額に応じた返

礼品を発送しておりますが、多くの有識者は寄附

と返礼品について、いろいろな意見を述べており

ます。その一例を示しますと、次のようなものが

あります。

１、返礼品の提供は、小中地場産業の育成につ

ながっている。２、自治体は地方の活性化にどの

ように役立てたか明確にして、ふるさと納税を募

るべきだ。３、返礼品を通して、ブランド化され

ていない特産品を知るきっかけとなるとともに、

地域や生産者のつながりを実感できる効果があ

る。４、副次的な効果として、地方の特産品事業

者等の創意工夫を喚起し、企業力の向上につなが

っているなどであります。

寄附額は、返礼品の高額化などにより数年前か

ら全国的に急増しております。むつ市でも、平成

28年度の寄附額は4,305件、9,636万円と、前年の

平成27年度より倍増しており、市独自の政策のた

め大いに活用されているところであります。

また、返礼品の送付は、寄附に対しての感謝の

意をあらわす手段にとどまらず、返礼品を通して

地域の魅力や特産物の効率的なＰＲのほか、返礼

品を調達することで特産品の消費拡大により地域

経済が大きく発展する絶好の機会でもあります。

しかし、総務省では、４月１日にふるさと納税

の過当競争対策のため、返礼率を寄附額の３割以

下に抑えるように全国に通知しております。この

ことについて、ふるさと納税は地方活性に寄与す

る制度であり、ある程度過熱ぎみでもいいのでは
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ないか、地方が盛り上がっているのを懐深く見て

ほしいと総務省を牽制したという山形県知事の談

話が報道されております。

以上のことから、次の３点についてお伺いいた

します。

１、ふるさと納税のむつ市の実績の推移と、そ

の活用状況について。

２、この数年の寄附額は、毎年、前年の２倍以

上となっておりますが、本年度の見通しについて

はどうなのかお伺いいたします。

３、総務省が４月１日に通知した返礼率３割対

応についての市長のご見解をお伺いいたします。

次は、桜の花不足についてお尋ねいたします。

桜の花は、日本においては公式には国花、国の花

ではないものの、国花であるかのように扱われて

おり、春を象徴する花として日本人にはなじみが

深く、昭和42年以降の百円硬貨の表側のデザイン

にも使用されております。

また、各地で催される観桜会は、春本番を告げ

る行事として、桜を好む日本人の大多数に親しま

れております。ところが、ことしは早掛沼公園の

桜も水源池公園の桜も、最近で花が最も多かった

2014年と比べて３分咲きから６分咲きという状況

であり、花見で公園を訪れた多くの市民を落胆さ

せました。新聞では、種や花芽などを餌とする野

鳥のウソによるつぼみの食害である旨の報道があ

りました。

宮下市長は、５月１日の定例会見で、旧むつ市

内の２公園や、来さまい大畑桜ロードの桜の再生

策を検討するため、市桜満開プロジェクトチーム

を発足させ、被害状況や原因の特定をし、必要で

あれば年度内に補正予算で対応したいと明言され

ました。

そこで、次の３点についてお伺いいたします。

１、旧むつ市内の公園の桜の種類と本数につい

て。

２、旧むつ市内公園の桜の花不足の原因とその

対策について。

３、市桜満開プロジェクトチームについて、ご

所見を求めます。

、 。最後は 下水道事業についてお尋ねいたします

下水道は、汚水の排除、雨水の排除、公共用水域

の水質保全という大きな３つの役割があり、美し

い自然と、人々が健康で快適な生活環境をつくる

ための欠かせない都市基盤施設であります。

むつ市では、市町村合併以前、各市町村におい

て平成６年から順次建設に着手し、平成17年３月

の４市町村合併を経て、現在の集合処理施設は公

共下水道がむつ地区及び大畑地区の２処理区、特

定環境保全公共下水道が川内地区、脇野沢地区の

２処理区、漁業集落排水処理施設が九艘泊及び寄

浪、蛸田地区の２施設と合計６処理施設となって

おります。

、 、下水道普及率は 平成27年度末で16.8％であり

現在未整備地区の解消のために、人口集中地区で

あるむつ地区において重点的に環境整備を進めて

おります。しかし、むつ市は下水道事業開始年度

が遅いうえ、全国共通の少子高齢化、人口減少が

進行しているのに加え、従来から浄化槽が普及し

ており、水洗化に際して下水道の接続の動機づけ

が弱いため接続率が低く、使用料収入が伸びない

という問題を抱えております。

このほど発表された平成29年度から平成38年度

までの10年間のむつ市下水道事業経営戦略では、

事業費として10年間で総額37億円余り、平成28年

から平成42年までの中期整備計画では、実に61億

円余りが予定されております。

数カ月前、財政難のため計画し、着手した下水

道事業を途中で中止にしなければならない県内の

他自治体の例が報道されておりましたが、財政が

厳しいむつ市の現状を思うとき、人ごとではない

と強く感じております。
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一方、下水道に比べ設置工事や維持管理が低コ

ストであり、地震などの災害に強く、あらゆる地

形に設置可能な合併浄化槽は健全な水環境を実現

し、環境保全にも大いに効果が期待できるなど注

目されております。これから下水道事業計画の中

にも合併浄化槽の普及を組み入れ、財政不安の一

助とするべきと思うところであります。

以上のことから、次の５点についてお伺いいた

します。

１、財政難のために事業を中途で廃止した他自

治体の報道について。

２、平成28年度末の下水道事業の現況につい

て。

３、平成38年度末までの経営戦略について。

４、平成39年度以降の構想について。

５、合併浄化槽の普及をさらに進めるべきと思

いますが、以上についてご所見をお伺いいたしま

す。

以上、壇上からの質問といたしますが、市長及

び理事者におかれましては、明快かつ前向きなご

答弁をお願いいたします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 石田議員のご質問にお答え

いたします。

ふるさと納税についてのご質問につきまして

は、担当部長からの答弁とさせていただきます。

次に、桜の花不足についてのご質問の１点目、

旧むつ市内公園の桜の種類と本数について及び２

点目のむつ市内公園の桜の花不足の原因と、その

対策につきましては、担当部長からの答弁といた

します。

ご質問の３点目、桜満開プロジェクトチームに

ついてお答えいたします。桜が日本を代表する花

であることは、誰もが認めるところであります。

江戸時代の国学者、本居宣長は「敷島の大和心を

人問はば朝日に匂ふ山桜花」と歌い、日本人の心

を一瞬に輝く美しい桜の花に例えました。アメリ

カの首都ワシントンＤ.Ｃ.の中央部を流れるポト

マック川の河畔には、1912年に日米友好の明かし

として寄贈された桜が並木を形成し、世界各国の

大使館が林立するエリアで、春になれば日本の圧

倒的な存在感を演出しています。

歴史を超え、空間をも超えて、日本の春と日本

、 、人の心を象徴する桜 むつ市でも長い冬が終わり

希望と活力にあふれる春を彩る存在であり、早掛

、 、 、沼公園や水源池公園 愛宕山公園 大畑中央公園

川内庁舎周辺でその柔らかな春の日差しと満開の

桜のもと、家族と弁当を広げ、小銭を握りしめ、

出店に駆け出すという経験は、誰もが思い出せる

花見の一幕ではないでしょうか。

去る４月29日に行われたむつ桜まつり開会式に

おきまして、早掛沼公園の余りの桜の花の少なさ

。 、に衝撃を受けました 日本人としての心の醸成も

今や世界で感じることのできる日本の春の景色

も、さらには家族との思い出も、ふるさとの桜が

惨めな状況では、これらが色あせることになって

しまいます。

私は、その場で、来年には必ず市民の皆様に満

開の桜の下でお花見を楽しめる環境を提供するこ

とを決意し、５月18日に桜満開プロジェクトチー

ムを庁内に設置したところであります。

このプロジェクトチームには、市役所の関係部

局だけでなく、下北地域県民局の担当部局や民間

団体にもご参加いただくなど、多くの皆様からご

賛同を得ているところでございます。

プロジェクトチームでは、これまでに弘前公園

や合浦公園といった県内有数の桜の名所における

管理体制や桜守への聞き取り調査等を行ってお

り、それぞれの鳥害対策や施肥、薬剤散布等の方

法を学んでおります。来月には、市民の皆様と市

が一体となり、桜に肥料をやることや、ウソ追い
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払いに効果があるとされる機械のデモなどのイベ

ントを予定しており、スピード感を持って市民の

皆様のご協力を得ながら取り組んでおります。

むつ市の子供たちは、その多くが就職や進学の

ため、18歳でこのまちを離れます。その子供たち

に私たち大人が何を贈ることができるのか。ふる

さとの景色、春の輝き、朝日ににおう各地の桜花

こそ、ふるさとを思い出す最高の贈り物の一つに

なってくれるのではないかと思っております。

大空に羽ばたいていく子供たちがさまざまな分

野で花を咲かせるためにも、郷土愛という揺るぎ

ない精神的な支柱の一つを提供する意味での桜の

取り組みについて前進させる所存でございますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 公営企業管理者。

（花山俊春公営企業管理者登壇）

〇公営企業管理者（花山俊春） 石田議員の下水道

事業についてのご質問にお答えいたします。

まず、ご質問の１点目、財政難のために事業を

中途で廃止した報道についての所見を問うについ

てお答えいたします。本年の１月から２月にかけ

て、複数の地方自治体が下水道事業を廃止、また

は廃止を検討中との報道がされておりましたが、

これらの自治体では、いずれもまだ汚水処理施設

が建設されておらず、供用開始されていない状況

、 、であることから 合併浄化槽の普及にかじを切り

下水道事業の廃止の判断に至ったものと推測して

おります。

近年、合併浄化槽はくみ取り式トイレや、いわ

ゆる単独浄化槽の使用に比べ、汚濁物質の処理性

能が向上してきているとはいえ、家庭から排出さ

れている汚濁物質の９割程度しか処理できず、河

川や海などの水質の悪化を完全に防ぐことができ

ないことから、当市としては下水道の普及促進を

優先することとしたものであります。

既に川内、脇野沢処理区は下水道整備が完了し

ておりますし、むつ処理区は平成15年４月から、

また大畑処理区も平成16年４月から供用開始して

おり、むつ市全体では、平成28年度末の下水道の

利用者は既に5,000人を超えている状況にありま

す。したがいまして、当市においては下水道事業

を現時点で廃止するとか、整備を休止するといっ

た考えは持っておりませんが、整備には多額の経

費を要することから、今後合併浄化槽の普及状況

及び下水道事業の経営状況を踏まえつつ、どこま

で、そしていつまで拡張整備するのかを判断する

ため、これまで種々検討を加えてきたところであ

ります。

当市においては、いまだ下水道普及率及び水洗

化率が低く、下水道事業の収支が悪いことが課題

となっておりますので、下水道施設の維持管理経

費を下水道使用料で賄える水準まで水洗化率を上

げるよう努め、必要に応じ、さらに面整備を拡張

していくことが肝要と考えておりますので、ご理

解賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目、平成28年度末の下水道

事業の現況について、地区ごとにお答えいたしま

す。

まず、既に下水道整備が完了している川内処理

区では、行政人口に対する下水道利用可能人口の

割合を示す普及率は約68％で、実際に下水道を利

用している水洗化人口は1,885人、また脇野沢処

理区の普及率は約56％で、水洗化人口は622人と

なっております。

一方、むつ及び大畑処理区は事業着手が遅かっ

たこともあり、むつ処理区の整備面積は137.8ヘ

クタールで、全体計画に対する整備率は約11％、

普及率は約７％にとどまっており、その整備区域

内の水洗化人口は1,152人であります。

また、大畑処理区の整備面積は154.9ヘクター

ル、整備率は約53％、普及率も約53％となってお

り、水洗化人口は1,400人であります。これをむ
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つ市全域で見ますと、下水道の整備率は約26％、

普及率は約18％、水洗化人口は5,059人という状

況にあります。

また、財務状況につきましては、いまだ下水道

事業が成熟しておらず、使用料収入も少ない状況

にありますことから、平成28年度の実績では、維

持管理費が２億854万1,000円、一方、使用料収入

が１億481万9,000円で、資本費を除いた維持管理

費の経費回収率は４処理区全体で約50％となって

おります。

次に、ご質問の３点目、平成38年度までの経営

戦略についてと、ご質問の４点目、平成39年度以

後の構想については関連がありますので、あわせ

てお答えさせていただきます。

まず、平成38年度までの経営戦略は、地方公営

企業として将来にわたり下水道サービスを継続

的、安定的に提供していくため、下水道事業経営

の現状と課題を明らかにし、効率化、健全化を図

るとともに、財政投資計画を設定し、今後10年間

の経営方針とするもので、平成28年度に公表して

おります。この戦略は、毎年度検証しつつ、適時

見直ししていくこととしております。

また、青森県汚水処理施設整備構想では、平成

47年度に県内全域で汚水処理整備がおおむね完了

することを目標としておりますことから、平成

39年度以後の構想につきましては、その目標年次

を踏まえた整備とすることが肝要と考えておりま

す。

当市の具体的な整備方針といたしましては、む

つ処理区は平成28年度末で137.8ヘクタールが整

備済みであり、今後はむつ市立地適正化計画の居

住誘導区域を中心に 平成38年度ころまでに359ヘ、

クタール、平成42年度ころまでに477ヘクタール

を整備する計画としております。

これらの整備にかかわる事業費についてであり

ますが、経営戦略でもお示ししておりますが、平

成28年度から平成42年度までの中期整備計画期間

では、61億8,540万円を見込んでおります。

また、先ごろむつ処理区内の次期整備計画の説

明会を７地区で開催いたしました。その際に、自

分が住んでおられる地区がいつころ整備されるの

かというご意見が多数寄せられており、下水道普

及への期待が非常に高いと感じた次第でありま

。 、 、す ただし この下水道の面整備につきましては

毎年度合併浄化槽の普及状況、国庫補助の動向及

び当市の財政状況等を見きわめつつ慎重に進めて

いくこととしておりますので、ご理解賜りたいと

存じます。

最後に、ご質問の５点目、合併浄化槽の普及を

、 。進めるべきと思うが についてお答えいたします

生活環境の改善、河川、海域など公共用水域の水

質保全のため、汚水処理は公衆衛生上必要不可欠

なことでありまして、行政人口に対する下水道及

び合併浄化槽の利用者の割合を示す当市の汚水衛

生処理率は約35％と、県下でも大変低い状況にあ

りまして、それを限りなく100％に近づけていく

責務が行政にはあるものと考えております。

このことから、公共下水道と漁業集落排水事業

処理区域外の地域には、合併浄化槽に設置がえす

る市民の皆様に費用の一部を補助するむつ市浄化

槽設置整備事業費補助金制度を設けており、今後

もその普及に鋭意努めていきたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 経済部長。

〇経済部長（三上達規） ふるさと納税に関するご

質問、３点についてお答えします。

ご質問の１点目、ふるさと納税の実績推移と活

用状況についてでありますが、平成20年度にこの

制度が開始されて以来、本年度で９年目を迎えて

おりますが、平成22年度までは寄附に対する返礼

品を導入しておらず、約50万円から127万円程度

で推移しておりましたが、平成23年の冬に返礼品
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として特産品を採用し、その後のふるさと納税制

度の全国的な広まりと相まって著しい伸びを見

せ、平成24年度は約288万円、平成25年度は約

1,796万円、平成26年度は約2,374万円、平成27年

度は約4,843万円となっており、返礼品を大幅に

拡充した平成28年度は約9,636万円と、前年度に

比べ約２倍の寄附をいただいております。

具体的に寄附を活用した事業といたしまして

は、１つとして、ひとり暮らし高齢者の緊急連絡

システムの運営費や災害時の備蓄品整備などを行

う安心して暮らせるまちづくり推進事業に509万

、 、 、5,000円 ２つとして 小学校及び中学校の図書

教材備品の購入などを行う次代を担う子どもたち

、 、のひとづくり事業に1,285万5,000円 ３つとして

観光ＰＲ及び「むつ市のうまいは日本一！」推進

事業に368万3,000円となっております。これらの

事業のほか、ふるさと納税に係る事務費に活用さ

せていただいております。

ご質問の２点目、本年度のふるさと納税の見通

しについてでありますが、当市はこれまで寄附の

受け付け窓口としてふるさと納税のポータルサイ

トの最大手である「ふるさとチョイス」を活用し

てきたところですが、今年度は新たに寄附の受け

入れ実績を伸ばしている「さとふる」というふる

さと納税のポータルサイトでも受け入れることが

できるようにし、寄附の受け付け窓口の拡大を図

りました。

寄附の見通しといたしましては、平成28年度の

取り組みの継続により１億円を確保し 「さとふ、

る」による窓口拡大効果を実績の半分程度と見込

み、合わせて１億5,000万円を当初予算に計上し

ております。

ご質問の３点目、４月１日付総務省通知の対応

についてでありますが、この通知では、ふるさと

納税の趣旨に反するような返礼品として、１つと

して、プリペイドカードや商品券など金銭類似性

の高いもの、２つとして、家電や家具など資産性

の高いもの、３つとして、価格が高額なもの、４

つとして、返礼割合が３割を超えるものが事例と

して示され、これらについては返礼品として送付

しないこととされたところであります。

この通知の取り扱いについて検討したところ、

過熱した返礼品の地域間競争は、ふるさと納税の

趣旨に反すると認められること、青森県内の多く

の自治体において返礼品が３割以内、または３割

以内に対応予定となっていること 「ふるさとチ、

ョイス」が行った地方自治体へのアンケート調査

の結果では、96％の自治体が３割以下に対応する

と回答していることなどから、本市においても総

務省通知を踏まえて対応することとしています。

ただし、今年度、既にふるさと納税の受け付け

を開始している返礼品については、返礼品提供事

業者と協議を重ねて決定したものであること、ふ

るさと納税ポータルサイトの受け付けをただちに

変更することが困難なことから、対応可能な項目

から順次変更していきたいと考えております。

いずれにいたしましても、多くの方々の応援を

いただきながら、ふるさと納税を積極的に推進す

る方針に変更はございませんので、引き続き当市

の財源の確保と、当市ならではの特産品などの提

供を通じた地域経済の活性化に努めてまいりま

す。

〇議長（浅利竹二郎） 建設部長。

〇建設部長（光野義厚） 桜の花不足についてのご

質問の１点目、旧むつ市内公園の桜の種類と本数

についてお答えいたします。

旧むつ市内の主要公園であります早掛沼公園で

は、ソメイヨシノ325本、ヤエザクラ31本、ギョ

イコウ４本の計360本、また水源池公園ではソメ

イヨシノ156本、ヤエザクラ23本、ジュウガツザ

クラ10本、アズマヒガンザクラ２本、シダレザク

ラ２本、ヤマザクラ６本、ギョイコウ１本の計
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200本となっております。

なお、運動公園ではソメイヨシノ310本、ヤエ

ザクラ３本の計313本となっております。

また、桜の樹齢につきましては、水源池公園の

桜は大湊町史によれば、大正７年に水源池公園で

第１回観桜会が実施されていることから、本数ま

では確認できませんが、100年以上の桜の木は存

在するものと考えられます。

ご質問の２点目、むつ市内公園の桜の花不足の

原因とその対策についてでありますが、主な原因

といたしましては、本年２月に前年度の２倍程度

飛来を確認しているウソによる花芽食害、そのほ

かに肥料不足、害虫被害などが考えられます。

対策といたしましては、５月下旬にプロジェク

トチームで弘前公園へ視察に行き、同市の樹木医

である桜守の方々から丁寧な説明を受け、その結

果、桜の木へしっかり肥料を与えること、害虫駆

除の薬剤散布をすること、さらにウソの追い払い

を強化することが有効であると認識しております

し、また必要に応じて樹木医の方々とも相談しな

がら進めていきたいと考えております。特にウソ

の追い払いに関しては、夜明けと同時に飛来が見

られているので、その時間帯にも対応しなければ

ならないと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） 若干再質問させていただきま

す。

初めに、ふるさと納税についてでありますが、

今お答えにありましたように、返礼品を整えてか

ら急に寄附額が伸びたと。特に平成24年は、98件

で288万円、約300万円だったものが、平成25年に

は1,008件 約10倍ですね そして金額が約1,800万、 、

円。結局６倍に伸びて、平成26年にはその1.3倍

の2,300万円、平成27年には、さらにその２倍

4,800万円、そして昨年度平成28年度はその２倍

の9,600万円と、こううなぎ登りに上ってきてい

るわけですが、これはまさに返礼品のカタログの

充実が功をなしたものでしょうか、お答えをお願

いします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

平成25年度以降のふるさと納税の伸びについて

のご質問だと思いますが、これやはり先ほど石田

議員の冒頭の質問の中にもありました我々財源不

足といいますか、財政的には非常に厳しい市であ

ります。したがいまして、この取り組みをしっか

りと市を挙げて、あるいは市全体、市役所だけで

はなくて、産業界を挙げて取り組むことで財源不

足を補えるのではないかという発想のもと、着実

に返礼品の充実を図ってきたというのが主な原因

だというふうに分析しております。

また 返礼品の充実だけではなくて 例えば ふ、 、 「

るさとチョイス」という全国のふるさと納税の返

礼品のサイト、この登録をしたりですとか、そう

いったことも挙げられますし、またふるさと納税

の制度そのものが社会全体に浸透してきていると

いうことも、その原因であろうかと考えておりま

す。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） わかりました。

次は、総務省からの返礼品は３割以内にしなさ

いという指示でございますが、実際去年までのむ

つ市の返礼率といいますか、それは幾らになって

いたでしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 43.2％となっております。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

（ ） 、 、〇８番 石田勝弘 それは その品物だけですか

それとも経費、送料とかそういうのも含んでのこ

とでしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。
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〇市長（宮下宗一郎） 送料等、手数料も含んで

43.2％となっております。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） その程度でしたら、高額の返

礼率ではないのではないのかなと私は思うので

す。

私は、このふるさと納税は実に大事ないい財源

だと思っております。そういう意味では、今すぐ

対応できないので、３割以下にはすぐ下げられな

いといいますが、私としては、できるだけ下げた

い、下げますよと言いながらも、そんなに気を使

わなくていいのではないかなと、そう思っている

のですが、その辺は市長はどう思いますか。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

総務省から来た通知は、これ一応地方自治法に

基づく技術的助言ということで、法的な根拠を持

った通知だというふうに承知しております。した

がいまして、このルールに基づいて我々が運用し

なければいけないということは、これは全自治体

が守るべきものだと思っております。ましてや競

争というのは、ルールがあることが前提で、その

中でどうやって努力をして獲得していくかという

ことを考えていかなければいけないと思います。

ただ、このふるさと納税は、今返礼品の購入額

6,266万円ということになっています。これは、

非常に地域の産業にとって大きなプラットフォー

ムができているということだと思いますので、こ

うした購入額をしっかりこれからもふやしていけ

るような形での返礼品の設定、これをしていきた

いと考えております。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） そういうことで考えれば、こ

としは１億5,000万円が目標といいますか、大体

予想していると。そうすれば、やっぱり調達額は

当然半額までいかなくとも8,000万円とか、そう

いう額になって地方を潤すということになればい

いかなと、私はそう思っております。そういうこ

とで、今後もまたふるさと納税に期待することが

多いのですが、その使途としてもひとり暮らし老

人対策、そして小・中学校の図書の充実などに使

われて非常に有効だと思いますので、これからも

、 、 。皆さん 頑張っていただきたいと こう思います

ふるさと納税については、以上でございます。

次に、桜の花でございます。今ご説明されまし

たが、確かにこの数年、前だと１年置きにウソに

よる食害があると言われていましたが、このごろ

ちょっと多いような気がいたします。

、 、それで 市長は今年度の花見の開会式に行って

余りにも花が少ないので落胆したと、そういう思

いで、これはこのままではいけないということだ

ったと思います。実際私たちも本当に桜の花が咲

かないとがっかりするわけです。特に大畑の街道

の桜ロードの花が咲かないとなれば、大畑の人た

ちはがっかりして、何年か前、そうですね、市長

のお父さんの順一郎さんの市長時代に同僚議員

が、そこの桜の木を日本一にしたいのだという話

をしておりました。そういうことから考えても、

、 、もうあれから何年 ３年か４年たちますけれども

ぜひこの際、市長がてこ入れ、来年こそ新聞報道

にあるように、桜の木の下で家族が笑顔で弁当を

広げるという当たり前で幸せなひとときを市民に

提供したいと、こう述べたわけでございます。

市長は、ことし、私の年の半分くらい、私はじ

じいでありますが、若い市長でございます。うら

やましいです。私もそういう時期がありました。

しかしながら、来年の春にはぜひ市長、市民を喜

ばす花咲きじじいになってほしいと思います。期

待しております。

桜の花については、これで終わります。

〇議長（浅利竹二郎） 石田議員、もう時間が迫っ

ておりますので、まとめてください。
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〇８番（石田勝弘） 続いてやります。

（ まだだ、半だよ。あと15分あ「

るから頑張れ」の声あり）

〇８番（石田勝弘） 何時ですか、何時で終わりで

すか。

〇議長（浅利竹二郎） ３時20分から始まりました

ので、１時間、もうたちます。

（ ３時20分でないって 「34分か「 」

らだ」の声あり）

（ ） 。〇議長 浅利竹二郎 ３時20分から始まりました

（ 違うってば 「違うって」の声「 」

あり）

〇８番 石田勝弘 いいですか 私の質問は 30分（ ） 。 、

過ぎていたと思います。ですので、まだ若干あり

ます。きょうのメーン行事が下水道事業でござい

ますので、若干質問させていただきます。

まず、先ほど詳しいご答弁いただきました。私

としては、下水道のことについては、ほかの町村

でかなり苦しんでいるということを踏まえまし

、 、て むつ市はどうかなということを心配しまして

今回の質問になったわけでございます。

再質問の１点目は、先ほどお答えいただきまし

たけれども、平成39年度以降の構想について、現

在は経費回収率50％、むつ市全体では整備率が

26％で普及率は18％。しかし、本当の旧むつ市は

普及率は6.5％です。それが39年以降の構想にな

れば、どういう普及率になるのか。そして収支は

どうなるのか、回収率ですね。費用回収率がどう

なるのか。それについて少し詳しく聞きたいと思

いますので、よろしくお願いします。

〇議長（浅利竹二郎） 石田議員、先ほどのは訂正

します。３時半から始めましたので、４時半まで

ありますから。

下水道部長。

〇公営企業局長下水道部長（萬年茂昭） ご質問に

お答えいたします。

平成42年度を目標とした中期整備計画の収支見

通しにつきましては、むつ処理区を主に整備する

ことで経費回収率を改善していくこととしており

ます。

むつ処理区では、経営戦略期間の平成38年度で

は、行政人口に対する下水道利用可能人口の割合

を示す普及率は約22％、下水道利用可能人口に対

する下水道を利用している人の人口の割合を示す

水洗化率は約54％、経費回収率が89％、中期整備

計画の平成42年度では、普及率は約34％、水洗化

率は約52％、経費回収率は約104％に達すると試

算しております。

これにより、４処理区全体の平成42年度の収支

も普及率は約38％、水洗化率は54％、水洗化人口

は9,850人、経費回収率が約75％まで改善するも

のと見込んでおります。また、その後も水洗化人

口が増加することで、むつ市全体の収支がさらに

改善するものと考えております。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） ありがとうございました。私

としては、これからかなりの額の投資をしなけれ

ばいけない、投資した分、使用料で100％回収で

きれば一番いいわけですが、それがなかなか目標

に達しないのではないかと危惧するわけでござい

ます。そういう意味では、合併浄化槽というもの

にもう少し力を入れたらいかがかと、こう思いま

す。

今合併浄化槽に設置がえする費用の一部を補助

するむつ市浄化槽設置整備事業補助金というのが

あるようでございますが、その利用状況はどうな

のか。また、合併浄化槽の普及促進をさらに進め

るべきと思いますので、その計画もあれば示して

いただきたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 下水道部長。

〇公営企業局長下水道部長（萬年茂昭） ご質問に

お答えいたします。
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合併浄化槽設置整備事業補助金の利用状況です

が、合併浄化槽の設置については、青森県の事務

となっておりまして、むつ環境管理事務所からの

資料になりますが、平成28年度末での設置基数は

約3,800基であると伺っております。そのうち当

市の合併浄化槽設置整備事業補助金を利用して設

置したのは、平成28年度までに1,802基、補助金

額３億3,311万円となっております。

平成28年度末現在で当市の全世帯数約２万

9,200世帯のうち、合併浄化槽設置の補助対象区

域内で単独浄化槽世帯とくみ取り式トイレの世帯

。がまだ約１万9,500世帯あると見込んでおります

ここ数年の補助金利用者が30世帯前後となってお

りますので、これまでは補助金制度をホームペー

ジや広報むつでお知らせしておりましたが、今後

は年４回発行の水道だより等も活用して、より一

層ＰＲすることで普及促進に努めてまいりたいと

、 。考えておりますので ご理解願いたいと存じます

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） ありがとうございました。

むつ市公共下水道計画図というのをいただきま

した。そうすると、青いところまで何とかやろう

ということですが、こうして見れば、私の家が漏

れております。それでも構いません。

できるだけ投資と経費回収率ですか、それがう

まくいくように願っておりますが、合併浄化槽と

いうのを他町村ではかなり取り入れておりますの

で、そうなれば公費の投資が少なくて済むという

利点があるようでございます。これもまた５年と

か10年で見直したりするのでしょうから、皆さん

のご奮闘をお願いしたいと思います。

これで私の質問を終わります。

〇議長（浅利竹二郎） これで、石田勝弘議員の質

問を終わります。

ここで、４時35分まで暫時休憩します。

午後 ４時２５分 休憩

午後 ４時３５分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎山本留義議員

〇議長（浅利竹二郎） 次は、山本留義議員の登壇

を求めます。２番山本留義議員。

（２番 山本留義議員登壇）

〇２番（山本留義） 今定例会、一般質問の最後の

登壇となります。皆様には、大変お疲れのことと

思いますが、しばしの間、おつき合いのほどをよ

ろしくお願いいたします。

私は、ふるさとむつ市が大好き、このまちに住

む人たちが大好きな山本留義であります。下北半

島の秀峰釜臥山、私が生まれ育ったむつ市大字奥

内字浜奥内９番地、私の自宅から見る釜臥山は、

、 、 、裾野を大きく広げ むつ市 そして市民を優しく

温かく抱きかかえているような姿であります。

私たちの住むむつ市は、少子高齢化の時代へと

移行し、４市町村が合併した平成17年３月には６

万7,000人だった人口が、合併後12年を迎えた本

年６月１日現在では５万9,051人と、約7,000人も

の人口減少を目の当たりにして、政治に携わる者

として、じくじたる思いであります。

平成25年９月１日、私たちのむつ市に新しい市

民歌が制定されました。公募により、神奈川県横

浜市在住の森田文人氏が作詞をした市民歌の一小

節に「むつの むつの風に吹かれて もっと も

っと しあわせになろうよ」という歌詞がありま

す。森田氏は、むつ市において何を見て、何を聞

いたか、歌詞を書いたのかわかりませんが、私は

宮下市長を初め行政と議会、そして市民が一体と

なって協力し合って進むことでむつ市が発展し、

市民が幸せになってほしいとの願いを込めた詞で
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はなかろうかと思うところであります。

私は、議会の皆様とともに協力し合い、市民歌

のような一人でも多くの市民の皆様がこのまちに

住んでよかったと思えるまちづくりの実現を目指

して、今後とも努力していくことを約束いたしま

して、むつ市議会第232回定例会に当たり一般質

問をさせていただきます。

質問をする前に、私の今回の質問は、むつ市の

将来の発展の礎となるような電源立地地域対策交

付金についてでありますが、私は平成５年のころ

でありました、東通原発の賛否による賛成討論も

いたしました。また、私どもの抱えるリサイクル

燃料貯蔵施設の賛成討論をして進めてきた一人と

して、今まで十数年、なかなか私どものふるさと

がよくならない、そういう思いから今回の質問を

するわけでありまして、関係者の皆様には厳しい

質問となろうかとは思いますが、ご理解をいただ

きながら、通告順に従いまして質問いたします。

質問の第１についてであります。原子力行政で

あります。質問の１、電源立地地域対策交付金等

について。昭和40年５月、東通村議会において原

子力発電所誘致を決議、昭和59年12月、大間町議

会において原子力発電所の誘致を決議、昭和60年

１月、六ヶ所村議会において、原子燃料サイクル

施設の立地を受諾、平成15年６月、むつ市議会特

別委員会において使用済み核燃料中間貯蔵施設の

施設立地は可能と了承。以上の施設の誘致は、先

人たち、また私たちは何を思い、何をもって誘致

したのか。本州最北の地、青森県内においても生

活基盤の整備がおくれ、産業の少ない私たちの地

域を、この施設にかかわる雇用を含め、さまざま

な交付金等で地場産業の育成、若者の雇用拡大を

図るとともに、住民に広く就労の場を広げ、もっ

て住民の福祉向上と豊かな家庭生活を築くとの思

いからであると私は思います。

以上のことから、４施設にかかわる交付金につ

、 、いて むつ市に交付されている金額は幾らなのか

また青森県に交付されている金額は幾らか、あわ

せて核燃税についてもお伺いいたします。

質問の２つ目、リサイクル燃料貯蔵株式会社に

ついてであります。リサイクル燃料貯蔵株式会社

の計画では、事業開始予定が平成22年12月という

ことでありましたが、平成23年３月11日発生した

東日本大震災に伴う核燃料施設等の新規制基準が

施行され、施設の安全性を高めることについては

理解するものの、６度の事業開始時期の変更を重

ね、今もって事業開始に至っていない状況であり

ます。市民の賛否両論がある中で、この施設で得

る交付金をもって地域振興を行うことを市民に約

束した私にとっては、悶々たる思いであります。

しかしながら、昨年の10月11日、むつ市議会議

員への説明会の場において、リサイクル燃料貯蔵

株式会社峯社長から、事業開始時期の説明がなさ

れ、平成30年後半を必達目標として取り組むとと

もに、安全性向上への取り組みに終わりはないと

いう強い意思のもと、自らしっかり管理運営し、

地元の皆様に信頼いただけるよう会社を挙げて取

り組んでまいりますとの挨拶がありました。長か

ったこの７年、私はこれで市民との約束を果たす

ことができると確信したところであります。

ところが、去る５月19日、リサイクル燃料貯蔵

株式会社社長交代の報道がされました。今なぜ社

員一同一丸となって事業開始に向け頑張っている

この時期に、リサイクル燃料貯蔵株式会社にとっ

ても、むつ市においても、事業開始に向けて最も

重要なときに社長が交代になったのか、私には到

底理解できません。市長のお考えをお伺いいたし

ます。

また、これに関連して本社に勤務する社員数に

ついてお伺いいたします。あわせてむつ市に住所

を置く社員数についてもお伺いいたします。

次に、大きな質問の２点目、市長の行政運営に
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ついてであります。シティマネージャー及び経済

部長の配置についてを伺います。政府は、少子高

齢化の進展に伴う人口減少に歯どめをかけるとと

もに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、そ

れぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来に

わたる活力ある日本社会を維持していくために、

まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的か

つ計画的に実行する目的で、まち・ひと・しごと

創生法を平成26年11月28日に施行されました。国

は、地方への支援として、情報支援、人材支援、

財政支援の地方創生版三本の矢により、自助の精

神をもって意欲的に取り組む自治体に積極的に支

援することとしておりますが、宮下市長はその施

策をいち早く活用し、地方創生人材支援制度によ

る民間人材の派遣を受け、また青森県庁からは県

内産業の振興や雇用対策のほか、企業誘致や新産

業の創設を所管している商工労働部から職員の派

遣を受けているところであります。

むつ市まち・ひと・しごと創生総合戦略におい

て地方創生を確かなものにするためには、仕事が

人を呼び、人が仕事を呼ぶ好循環を確立すること

で、本市で新たな人の流れを生み出し、まちに活

力を取り戻すと掲げてあります。

地方創生を実現するためには、まずはしごとづ

くり、雇用対策が必要と考えます。時代に従った

施策を行う目的と思いますが、この４月の人事で

外部からシティマネージャー及び経済部長の配置

がありましたが、その人材を用いて、今後のまち

づくりについて市長はどのような考えを持ってい

るのかお伺いいたします。

、 、これで 壇上からの質問を終わりますけれども

細部については再質問で行いますので、よろしく

お願いいたします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 山本議員のご質問にお答え

いたします。

まず、原子力行政についてのご質問の１点目、

電源立地地域対策交付金等についてお答えいたし

ます。原子力発電関連施設の立地自治体への電源

立地地域対策交付金等の交付額について、むつ市

及び青森県に対して交付されている金額は幾らか

、 、とのお尋ねでありましたが 順番が前後しますが

県につきましては、公表されている直近の資料に

よりますと、平成28年度で36億734万1,000円とな

っております。

市への交付額といたしましては、県との対比で

平成28年度の交付額を申し上げますと、22億

4,894万5,000円でありまして、平成29年度は見込

みで22億4,080万1,000円であります。

青森県の核燃料物質等取扱税の収入額及びむつ

市への青森県核燃料物質等取扱税交付金の交付金

、 。額につきましては 担当部長から答弁いたします

次に、原子力行政についてのご質問の２点目、

リサイクル燃料貯蔵株式会社についてであります

が、まず役員人事に伴う社長交代についてであり

ます。役員人事につきましては、先月18日に東京

電力ホールディングス株式会社において、リサイ

クル燃料貯蔵株式会社の新社長に立地地域部青森

事務所長の坂本隆氏を推薦する人事が発表され、

今月８日のリサイクル燃料貯蔵株式会社の取締役

会において、東京電力ホールディングス株式会社

からの推薦があった坂本隆氏が新取締役社長に内

定し、今月22日開催の株主総会及び株主総会終了

後の取締役会を経て、正式決定する予定と伺って

おります。

リサイクル燃料貯蔵株式会社においては、昨年

９月に通算６度目となる事業開始時期の変更につ

いて 青森県 市に対し報告を行った後 平成30年、 、 、

後半の事業開始時期は、当社としての必達目標で

あると社長がコメントを出し、またその後の10月

11日に開催されたリサイクル燃料備蓄センターに
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おける新規制基準への適合性審査の状況等に係る

議員説明会においても、新たな事業開始時期であ

る平成30年後半を必達目標として取り組むととも

に、安全性向上への取り組みに終わりはないとい

う強い意識のもと、自らしっかり管理運営をし、

より一層の情報公開、広報活動に努めて、地元の

皆様にご信頼をいただけるよう全社を挙げて取り

組むとの挨拶があったところであります。

このような中での今回の社長交代であります

が、人事につきましては社内事情があると推察し

ておりますので、この点について私がコメントを

する立場にはないと考えております。

新社長に内定しております坂本隆氏は、東京電

力ホールディングス株式会社立地地域部の青森事

務所長として、当市の状況を十分ご理解いただい

ている方であると認識しておりますので、地域と

のコミュニケーションについても従来どおり図ら

れていくものと考えておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目、本社に勤務する社員数

について、ご質問の３点目、むつ市に住所を置く

社員数につきましては、担当部長からの答弁とさ

せていただきます。

次に、行政運営についてのご質問にお答えいた

します。平成27年９月にむつ市まち・ひと・しご

と創生総合戦略、本年３月にはむつ市総合経営計

画を策定しておりますが、これらにおいて、人口

、 、 、減少や産業振興 雇用創出 市民協働や健康福祉

教育、安全安心や魅力の向上など、さまざまな課

題を掲げつつ 総合経営計画に示しております 笑、 「

顔かがやく希望のまち むつ」の実現のため、元

気、暮らし、教育、安全、魅力の向上を方針とし

て定め 「市民協働のまちづくり」を目指してお、

ります。

これらを実現するためには、職員自身の資質向

上はもちろんのこと、高い知見を持つ人材にリー

ダーシップを発揮してもらうことも組織力を高め

るための有効な手段であります。また、外部から

の人材登用により、未知の知識、発想、資質、人

脈などに期待するところであります。

このようなことから、内閣府の地方創生人材支

援制度を活用し、国、民間を問わず幅広に人材を

募集したところ、平成２年４月社会保険庁に入庁

され その後厚生労働省に勤務 また平成25年10月、 、

から平成27年６月まではむつ年金事務所所長とし

ても在職され、離職後は民間コンサルタントで活

躍されていた石川利一氏をシティマネージャーと

して迎えることになったものであります。

地方創生人材支援制度につきましては、地方創

生に積極的に取り組む市町村に対し、意欲と能力

のある国家公務員や大学研究者、民間人材を市町

村長の補佐役として派遣する制度でありました。

副市長や幹部職員といった常勤職の場合、原則２

年、顧問や参与などの非常勤職の場合、原則１年

から２年の派遣期間となっており、石川シティマ

ネージャーは、非常勤職として派遣されているも

のであります。

派遣につきましては、10月に国に対し、派遣希

望の提出を行い、11月には派遣希望市町村の公表

とともに、派遣人材の募集の実施、その後２月ご

ろまでに派遣人材の審査や調整といった国による

マッチングが行われ、３月下旬に派遣人材の公表

となるものであります。

シティマネージャーの担当する業務につきまし

ては、むつ総合病院の経営や医師確保を初めとし

た医療に関する課題、公共財産を活用した企業誘

致、2020年の東京オリンピックでの合宿誘致、さ

らには観光やシティプロモーションの分野でふる

さと納税の拡大などをしていただいており、これ

までの知見を生かし、幅広い分野での活躍を期待

しているところであります。

、 、なお この制度を活用した派遣につきましては
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今年度全国で110市町村となっており、県内では

昨年度に引き続き派遣されている三戸町とともに

２団体ということになっております。

また、産業振興、観光シティプロモーションに

関する施策のより一層の強化、推進を図るために

は、県との協力、連携が不可欠であります。この

ため、県に対しまして、当該分野の知見を有する

職員に経済部長としての派遣を依頼する申請をい

、 、たしましたところ 平成５年に青森県庁に入庁し

商工労働部や青森県東京事務所などで勤務され、

またむつ市での勤務経験もあります三上達規氏を

派遣していただくこととなったものであります。

部長として経済部全体のマネジメントはもちろ

んのこと、地域資源の高付加価値化と戦略的かつ

効果的なプロモーションにより地域ブランド力の

向上を図り、販路を開拓すること、また地産地消

を積極的に推進するとともに、地産外商の推進と

ふるさと納税制度を活用することによる市産品の

消費拡大に取り組んでおります。

さらに、観光分野においては、効果的な情報発

信や受け入れ態勢の充実、観光コンテンツの磨き

上げによる広域周遊ルートの整備促進などに取り

組んでおります。

三上部長には、県の担当部局との連携と、これ

までの経験や実績を生かし、当地域の産業の発展

に力を発揮していただけるものと期待をしている

ところであります。

なお、県からの派遣につきましては、相互交流

ということで、当市からも中堅職員の派遣をし、

職員の資質向上や専門知識の習得、関係者とのネ

ットワーク構築等を図ることを目的としているも

のであります。

また、同様の目的により国や県、金融機関等に

若手職員を実務研修として派遣しており、これら

は今のむつ市を活性し、将来にわたって持続的に

発展していくために必要な取り組みであると認識

しております。

いずれにいたしましても、人口減少や少子高齢

化の進展など社会情勢が大きく変化する中におい

ても、本市のまちとしての持続性を確保するとと

、 、 、もに 次世代に向けてさらなる成長 発展を遂げ

誇りと夢や希望を抱いて暮らすことができる魅力

あるまちをつくるため、引き続き地域資源を生か

しながら、地域経済の成長へとつながる取り組み

を市民の皆様と協働して進めてまいりたいと考え

ておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 財務部長。

〇財務部長（氏家 剛） 原子力行政についてのご

質問の１点目、電源立地地域対策交付金等につい

て、青森県核燃料物質等取扱税の収入額及び青森

県核燃料物質等取扱税交付金のむつ市への交付金

額についてお答えいたします。

まず、青森県の県税決算額の公表資料により、

ここ数年の青森県核燃料物質等取扱税の金額を申

し上げますと、平成24年度は160億4,480万

1,800円、平成25年度は152億3,723万5,300円、平

成26年度は180億8,775万7,100円、平成27年度は

194億131万700円となっております。

次に、青森県核燃料物質等取扱税交付金は、県

から市に対し、平成24年度から交付されており、

その金額は平成24年度は１億9,238万9,000円、平

成25年度は２億1,615万円、平成26年度は３億

2,329万5,000円、平成27年度は３億2,238万円、

平成28年度は３億2,163万円となっております。

以上でございます。

〇議長（浅利竹二郎） 企画部長。

〇企画部長（村田 尚） 次に、原子力行政につい

てのご質問の２点目、リサイクル燃料貯蔵株式会

社について、本社に勤務する社員数とむつ市に住

所を置く社員数についてお答えいたします。

同社に確認いたしましたところ、６月１日現在

で、本社に勤務する社員数は、全社員数71名のう
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ち58名となってございます。

次に、ご質問の３点目のむつ市に住所を置く社

員数につきましては、こちらも同社に確認してお

りますが、同じく６月１日現在で、本社勤務の社

員58名のうち、むつ市に住所を置く方は21名と伺

っております。

以上でございます。

〇議長（浅利竹二郎） ２番。

〇２番（山本留義） 再質問させていただきます。

今私は市長の答弁をお聞きしまして、それなり

の答弁を受けたのですけれども、特に県に交付さ

れている金額について、私は前から聞きたかった

。 、のです 私も知事と親しくしているものですから

昨年の３月ですか、東北新幹線が北海道北斗市ま

、 、で全面開通となったということで 私の記憶では

青森県で8,000億円以上の新幹線に対する負担が

あったということでありまして、私は今こそが県

に対して私ども、その施設を誘致した地域が積極

的にさまざまな運動をしていくべきではないかな

と、そういう思いで今回の質問をしたわけであり

まして、金額はわかりました。

この前の調査でありますと、青森県に交付金の

ほうだけなのですけれども、県が事業化している

平成21年から平成27年度における約230億円の交

付金を充当しているわけでありまして、その充当

先を見ますと、東青地区、津軽です、272億円、

中南地区52億円、西北地区約44億円、下北地区約

21億円、上北地区約６億円、三八地区は6,000万

円となっています。私どもは、この施設の交付金

をもって、この地域を振興させたい、そういう思

いからさまざまな施設を誘致してきたつもりでご

ざいます。市長、県の使っているこの充当額、こ

れを見て私は本当に悲しく、私どもの政治力のな

さを痛感しているわけでありまして、市長はこの

配分についてどのように思うか、お伺いいたしま

す。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

県の電源立地地域対策交付金の使途ということ

での地域別の割合についてどういうふうな所感が

あるかということだと思いますけれども、まさに

今ご指摘があったとおり、全体の9.2％しか下北

地区に交付されていないと。一方で、東青津軽の

部分は31％ということでありますので、この割合

から見ましても、県内全体で均衡が図られた配分

にはなっていないということは明らかですし、な

お下北に対する配慮が全くないというふうに言わ

ざるを得ないのではないかなというふうに思って

います。

新幹線のお話出ましたけれども、新幹線をつく

っていようがいまいが、常に我々に対してはこの

点について配慮がなされるべきだというふうに思

っているところでございます。

〇議長（浅利竹二郎） ２番。

〇２番（山本留義） 市長が今新幹線の話をしまし

たけれども、私は２年前まで、市議会の皆さんの

協力のもとで議長を４年間やらせていただきまし

た。市長会で知事部局のほうに要望があることな

のですけれども、私が議長の時代で、下北半島縦

貫道路の要望がちょうど20回目でありました。津

軽のある議長、何人かですけれども 「むつよ、、

20年、まだそういうのやっているの」という話を

されました。私はかちんと来て 「ふざけた話す、

るな」と 「おまえたち新幹線がどのような形で、

県が交付しているかわかっているのか」と 「少、

なくても直接ではないけれども、六ヶ所を含めた

核燃税が使われているのは、おまえたち知ってい

るのか」と 「変な口出しするな」ということを、

私も何回も言いました。

特に私今この問題を取り上げたのは、３年前で

すか、市長がむつ市長に当選して、下北総合開発

期成同盟会で県に要望に行きました。私も今まで
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２度ほど、宮下順一郎前市長と要望に行きました

けれども、あなたは下北半島縦貫道路の要望を知

、 。 、事に対してしたときに 知事が答弁した 恐らく

よっぽど意に介さないと思うのですけれども、あ

なたはたしかパネルを出して、東北新幹線の工事

と下北半島縦貫道路の工事の金額の差をこまくひ

もといて説明した姿を見て、私はこの宮下市長な

ら、必ずこれからのむつ市のためになってくれる

と信じたわけであります。特にあなたは国土交通

省にいて、全国各地から要望書を受け取る側、今

度は要望する側であります。どのような要望をす

れば県でも国でも私どもの思いを感じてくださる

のか、これからもそういう意味ではどのような要

望をするのか、もし市長の中にそういう思いがあ

ったら、お答えいただきたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

やはりまず要望に関しては、地元の我々自身の

大きな熱意を、これを伝える必要があると思いま

す。ただ、熱意だけではという部分もありますの

で、一貫した論理性が必要だと思います。

先ほどご指摘いただきました際の要望のときに

私が申し上げたのは、新幹線は平成26年３月にで

き上がるということを10年前に決めてできたの

に、なぜ我々の下北半島縦貫道路については供用

年限すら明示できないのかということを申し上げ

ました。用地の話や工事の話というのは、これは

新幹線であろうと道路であろうと同じことです。

一方で、その際申し上げたのは、当時からです

けれども、平成７年から整備がスタートしている

と思いますが、年間１キロしか進んでいないので

すと。残り40キロあるということは、これ40年か

かるということですかというお話をしました。こ

うした指摘ということは、極めて、あるいは新幹

線との比較でいきますと、ある程度論理性がある

というふうに思います。

そういった相手がやらざるを得なくなるよう

な、そういうような論理展開によってしっかりと

した形で要望していくことこそ、これは早期整備

につながっていくものだと私は信じております

し、そのことは市長部局だけではなくて、市議会

の皆様とも連携をして、これからもそのような活

、 。動をしていきたいと このように考えております

〇議長（浅利竹二郎） ２番。

〇２番（山本留義） 市長、大変これからのむつ市

にとってすばらしい思いの話を聞かせていただ

き、ありがとうございました。

ヒアリングで、下北の立地する４市町村の懇談

会のことについてもちょっと話をしたかったので

すけれども、きょうは皆さんが疲れているので、

そこは外して、先ほども壇上できょうの自分の質

問の発言について、強い言葉でということを話を

しました。私どもはいろいろ交付金も受けている

のですが、ただこの７年、むつ市で何かがあって

延期されているのであれば、私はそういう話をし

ないのですけれども、向こうの都合で延期されて

いるわけでありまして、その延期の補償というこ

とがこの交付金の中に含まれているのかどうかお

伺いいたします。

〇議長（浅利竹二郎） 財務部長。

〇財務部長（氏家 剛） ただいまのご質問にお答

えいたします。

電源立地地域対策交付金等は、原子力発電所や

核燃料サイクル施設等の種類や施設の規模、発電

出力などを交付金の算定基準といたしまして、算

定されているというふうなことでございまして、

使用済燃料中間貯蔵施設の操業時期の延期に伴う

歳入の減少に対する補償などはなされていないの

が現状でございます。

以上です。

〇議長（浅利竹二郎） ２番。

〇２番（山本留義） 私がなぜこれを聞くかと申し
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ますと、実は社員数を聞きました。ここに住所を

置く社員も聞きました。当初からリサイクル燃料

貯蔵株式会社では、このむつ市とともに会社を発

展させ、むつ市に貢献すると、そういう話で来た

のです。ところが、今さまざまな要因があって延

期されているとなれば、先ほど58人中21人ですか

が地元に住所を置くと。職員には、家庭もあろう

し、さまざまな事情があると思う。でも私はこれ

がきちんと事業開始していれば言いません。今む

つ市は、どのような状況の中にあるか。先ほども

財政的に大変厳しいという話もされました。そう

いう中で、ここに骨を埋めようと、50年も骨を埋

めようとしている会社が補償もしない、社員の住

所さえ置かない。私は、余りではないかと思うの

です。市長、この辺について市長のご所見をお伺

いいたします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、操業開始が延期されている間の補償とい

うことについては、これまずは交付金のお話から

させていただきますと、これは国から来るもので

、 、すから 国に対して我々は４市町村懇談会の中で

この間の財政支援については要請をさせていただ

いております。その成果として、ことし１億

3,000万円の交付があったということは、まず申

し上げたいと思います。

そして、リサイクル燃料貯蔵株式会社について

は、これは当市や地域が置かれている厳しい状況

というのは十分に私は承知していると思いますの

で、どのような地域貢献ができるのかは会社でし

っかりと考えて、これ具体化していく必要がある

のだというふうに思っております。

最後、住所の話でありますけれども、これはど

この会社であっても、リサイクル燃料貯蔵株式会

社さんかどうかを問わず、生活の本拠に住所を置

くというのは、これは日本においてはそれが当た

。 、り前のことだと私は思っています そうした中で

個々の事情によってやむを得ない部分というのは

もしかしてあるかもしれませんけれども、住所を

登録していないというのは、ちょっとあり得ない

ことなのではないかなと思います。まして住所と

いうのは、これ住民税に直結します。受益と負担

の関係というのがありますので、この問題につい

ては、ただちに私は是正をしてもらうように要請

をさせていただくつもりであります。

地元企業というからには、これはしっかりとし

た形でこのむつ市に住所を置いていただくのが筋

であろうと考えております。

〇議長（浅利竹二郎） ２番。

〇２番（山本留義） 市長、リサイクル燃料貯蔵株

式会社の親会社は、かつては世界一のトップ企業

と言われたところであります。そういう会社が、

子会社といえども、私は建設会社関係の生コンク

リート会社の社長、そして老人ホームも経営させ

ていただきました。例えば私どもがある会社に事

業の、いつまでつくってくれという形の中でお願

いして契約を結ぶ。向こうの都合で会社ができな

ければ、操業ができなければ、契約不履行という

ことで、その期間の補償を得ることができました

し、逆に私は払ったこともございます。

そういうことからいきますと、市長、行政はど

うなのかわかりません。私ども例えば個人の会社

であれば、死活問題なのです。ところが、今の社

員の住所においても、今のことについても、行政

がもうちょっと厳しく、私が今言ったような言葉

も含めて、今後信頼の置ける社長が来るというこ

となので、その辺を市長、話をして、自分たちの

住民に約束した思い、議員の賛成した人の思い、

市長の思いをきちんと話して、何かの方向性を示

していただきたいと思いますけれども、市長のお

考えをよろしくお願いします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。
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〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

山本議員の大変重い思いは、これは受けとめさ

せていただきました。恐らくこの議場にいらっし

ゃる多くの議員の皆様が同じ思いであろうという

ふうに考えております。

操業の延期については、これ必達目標というこ

とで会社で話しておるわけですから、これは必ず

次は守ってもらえるものだというふうに認識して

おりますので、それがこの先守られなかったとか

という話はまだ仮定の話ですので、これ以上は申

し上げられないということはご理解をいただけれ

ばなと思っております。

〇議長（浅利竹二郎） ２番。

〇２番（山本留義） 市長はそういう意味で、私も

壇上で言いました、私の大好きなふるさと、そし

てその住民たちに私は自分の政治の中で議員とし

てきちんと約束を守りたい、その思いであります

ので、よろしくお願いいたします。

最後に、市長の行政運営でありますけれども、

きょう市長の政治活動、そして行政運営を本当に

高く評価している私の仲間たちが傍聴されていま

すけれども、恐らくきょう市長の答弁を聞いて、

さすがにこのむつ市のかじ取りだと、そう思って

いるのではないかなと私は思っております。どう

か市長、本当に高い知見を生かして大きな風を吹

、 、かせて その中で温かい思いやりの風を吹かせて

市民歌の笑顔あふれるむつ市にしていただくこと

、 。を心からお願いいたしまして 質問を終わります

ありがとうございました。

〇議長（浅利竹二郎） これで、山本留義議員の質

問を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（浅利竹二郎） 以上で本日の日程は全部終

わりました。

なお、明６月22日は議案質疑、委員会付託、一

部採決を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ５時２１分 散会
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